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は じ め に  

 
我が国においては、尐子高齢化が急速に進行する中、健康で安心できる国民生活

を確保していくためには、これを下支えする医療、介護、福祉、年金など社会保障

制度が適正かつ効果的に機能することが強く求められており、各分野では、不断の

制度見直しが行われております。 

四国厚生支局は、平成１３年１月の中央省庁の再編の際に社会保障政策を推進す

る厚生労働省のブロック行政機関の一つとして創設されました。 

発足以来、厚生労働省の各種行政事務の移管を受けて順次組織改正がなされ、現

在、香川本局と他の三県を管轄する事務所を設置し、健康福祉と麻薬取締に加え、

良質な医療サービス確保のための行政を展開しております。 

また、平成２２年１月には、社会保険庁の廃止及び日本年金機構の発足に伴い組

織を大きく再編し、年金関連業務を含めた地域総合ブロック行政機関として新たな

スタートを切りました。 

本書は、関係の皆様方に四国厚生支局の業務への理解を深めていただく一助にな

ればとの思いで、平成２２年度に当支局が実施した業務実績や関係資料をとりまと

めたものです。 

四国厚生支局は、地域の皆様の健康と生活の質の向上のために、厚生労働省の政

策実施機関としての役割を全うすべく、今後とも業務改善や効率化に積極的に取り

組んでまいります。 

 

平成２３年１１月 

厚生労働省 四国厚生支局長 

                                坂本 耕一  
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【第Ⅰ章 四国厚生支局の概要】  

１ 基本理念・行動指針  

平成 22 年 4月 6日策定 

基本理念 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
行動指針

四国厚生支局は、国民一人ひとりが、健康で安心して充実した

生活を送ることができるよう、四国地方における実情を踏まえつ

つ、国の社会保障政策を着実に推進することを通じて、将来にわ

たる国民生活の質の向上と社会経済の発展に寄与することをその

使命としています。 

 国の社会保障政策の効
果が最大限発揮されるよ
う、広い視野、地域の視
点、国民の目線を重視し
て、所掌事務を適正かつ
迅速に遂行します。 

 国民の社会連帯で成り
立つ社会保険制度の監督
者として、常に公平・公
正な運営を目指し、指
導・監督します。 

 法令遵守を徹底し、
高い倫理観と強い責任感
を持って常に適正な職務
の執行に当たります。 

 国民に対する行政の透
明性の確保と説明責任の
徹底を図り、所掌事務の
周知・広報に努めます。 

 継続して業務の改善と
効率化に努め、組織目標
を確実に達成するため、
職員一人ひとりがたゆま
ぬ意識改革を行い、全力
を挙げてこれに取り組み
ます。 

Ⅰ 国民目線に立った行政運営 

Ⅴ 業務改善・効率化 
Ⅱ 公平・公正な制度運営 

Ⅳ 透明性の確保等 Ⅲ 法令遵守の徹底 
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２ 沿  革  

平成１３年１月６日に中央省庁等改革基本法により、厚生省と労働省が統

合し、厚生労働省が設置され、併せて地方支分部局についてもブロック単位

で統合化することにより国の行政組織のスリム化、効率化を図ることとされ

たことから、従来から設置されていた地方医務（支）局と地区麻薬取締官事

務所を統合して、全国に８カ所地方厚生（支）局が設置されました。 

新しく発足した四国厚生支局の分掌する事務については、従来の四国地方

医務支局及び四国地区麻薬取締官事務所の所掌事務に加え、厚生労働省から

社会保険に関する指導監督の業務等も新たに所掌に加わることとなりました。 

 ［本省から移管された事務］ 

 ○医師等の国家試験に関する業務 

 ○国保の保険者・国保連合会の監督 

 ○健康保険組合、厚生年金基金、国民年金基金等の監督 

 ［旧地方医務局、旧地区麻薬取締官事務所の事務］ 

 ○国立病院及び国立療養所に関する事務 

 ○麻薬等の取締に関する事務 

また、組織については、麻薬取締部、総務課、社会保険課、経営指導課、

企画調整課、職員課の１部５課体制となり、大幅な組織改正が図られました。 

その後、補助金の移管に伴い平成１５年４月に組織細則が改められ総務課

に助成第１係、助成第２係が設置されました。 

平成１６年４月、旧地方医務（支）局が所管していた国立病院等に関する

事務が独立行政法人国立病院機構に引き継がれた結果、経営指導課、職員課、

企画調整課が廃止されました。 

また、新たに保健衛生、福祉関係補助金等の執行を行う保健福祉課が新設

され、翌年には同課に養成施設の指導監督等の業務も新たに移管されました。 

平成２０年１０月１日には社会保険庁改革に伴い、これまで社会保険事務

局において実施されてきた保険医療機関・保険薬局に対する指導監査等の事

務が移管され、四国厚生支局の組織を再編し、医療法・健康保険法を含む総

合的な医療行政を推進等することとなり、管理課・医療指導課・指導監査課

及び各所在県内において、保険医療機関等に対する指導監査等を実施する各

県事務所（香川県を除く）が設置されました。 

さらには、四国厚生支局の総合企画調整、医療構造改革推進等を担当する

企画調整課の新設、保健福祉課から健康福祉課への名称変更がされました。 

また、平成２２年１月には社会保険事務局において実施されてきた年金関

係業務等の移管といった組織再編がされ、年金管理課等の設置及び医療指導

課から医療課へ名称変更がされ、現在の体制となっております。 

なお、当局の管轄区域は、香川県、徳島県、愛媛県及び高知県の４県とな

っています。 
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３ 組   織 
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社 会 保 険 審 査 官 

支 局 長 

麻 薬 取 締 部 長 
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４ 所 在 地  

 

○高松サンポート合同庁舎  

〒760-0019  香川県高松市サンポート３番３３号  

高松サンポート合同庁舎４階  

交通機関  ＪＲ高松駅 徒歩３分 

     四国厚生支局ホームページ  http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/ 

     麻薬取締官ホームページ   http://www.nco.go.jp/ 

所属部署 電話番号 FAX番号 

 総務課・企画調整課  087-851-9565 087-822-6299 

 管理課 087-851-9501 087-822-6303 

 医療課 087-851-9502 087-822-6303 

 指導監査課 087-851-9593 087-823-8159 

 麻薬取締部 

(「麻薬･覚せい剤」相談電話) 

048-811-8910 

(087-823-8800) 

087-823-8810 

      

○高松シンボルタワー  

〒760-0019  香川県高松市サンポート２番１号  

高松シンボルタワー９・１０階  

交通機関  ＪＲ高松駅 徒歩３分 

   ９階 

所属部署 電話番号 FAX番号 

 保険年金課 087-851-9562 087-822-9577 

 年金管理課 087-851-9510 087-851-9512 

 社会保険審査官  087-851-9510 087-851-9512 

 １０階 

所属部署 電話番号 FAX番号 

 健康福祉課      087-851-9566       087-851-9508 

 

[県事務所] 

 

徳  島 

事務所 

住  所 〒770-0831   徳島県徳島市寺島本町西1－7－1 

       日通朝日徳島ビル5階 

 交通機関   ＪＲ徳島駅 徒歩２分 

 電話番号  088-602-1386 FAX番号 088-602-1672 

 

愛  媛 

事務所 

  住  所 〒790-0005  愛媛県松山市花園町3－21 

       朝日生命松山南堀端ビル7階 

 交通機関   ＪＲ松山駅 徒歩15分・伊予鉄南堀端駅 徒歩2分 

 電話番号  089-986-3156 FAX番号 089-986-3162 

 

高  知 

事務所 

  住  所 〒780-0870  高知県高知市本町1－1－3 

            朝日生命高知本町ビル9階 

 交通機関   ＪＲ高知駅 徒歩15分・土佐電鉄堀詰駅 徒歩1分 

 電話番号  088-826-3116 FAX番号 088-826-3112 
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 ５ 主な業務  

 

（総務課） 

・四国厚生支局の総務、会計等に関すること  

・四国厚生支局職員の人事、給与、研修、共済等に関すること  

・各種国家試験に関すること  

国家試験の種類 

医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、 

理学療法士、作業療法士、薬剤師 

 

・四国厚生支局が保有する行政文書の情報公開等（ただし、管理課業務部

分は除く。）に関すること 

・中小企業等協同組合の設立認可等に関すること 

 

（企画調整課） 

・四国厚生支局の所掌事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関

すること 

・医療構造改革の推進に関すること 

・四国地方社会保険医療協議会の運営に関すること 

・医療安全に関する取組の普及・啓発（診療関連死の調査等に限る）に関

すること 

 

（年金管理課） 

・日本年金機構が行う滞納処分等に係る認可に関すること 

・日本年金機構の理事長が任命する徴収職員及び保険料等の収納を行う職

員の認可に関すること 

・日本年金機構が滞納処分等をした場合におけるその結果の報告に関する

こと 

・日本年金機構が行う立入検査等に係る認可に関すること 

・日本年金機構が行う保険料等の収納に係る事務の実施状況及びその結果

の報告に関すること 

・日本年金機構が天災その他の事由により厚生労働大臣から委任された権

限に係る事務及び委託された事務を行うことが困難又は不適当となった

場合における当該権限の行使及び当該事務の執行に関すること 

・前記に掲げるもののほか、日本年金機構の行う業務に係る監督に関する

こと 

・社会保険労務士に関すること 

・年金委員に関すること 

・政府が管掌する国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険

の事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること 

・国民年金法第１０９条の２第１項に規定する学生納付特例事務法人の指

定及び監督に関すること 

・国民年金法第１０９条の３第１項に規定する保険料納付確認団体の指定

及び監督並びに同条第３項の規定による情報提供に関すること 
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・政府管掌年金事業等の実施に関する日本年金機構、地方公共団体、事業

者団体その他の関係者との連絡調整に関すること 

 

（健康福祉課） 

・保健衛生、福祉関係補助金等の執行に関すること  

補助金等の種類 

結核医療費負担（補助）金、原爆被爆者健康診断費交付金、原爆被爆者

手当交付金、原爆被爆者葬祭料交付金、保健衛生施設等施設整備費国庫補

助金、保健衛生施設等設備整備費国庫補助金、保健衛生施設等災害復旧費

補助金、児童扶養手当給付費負担金、特別児童扶養手当事務取扱交付金、

特別障害者手当等給付費負担金、婦人保護費国庫負担（補助）金、婦人相

談所運営費負担金、児童入所施設措置費等負担金、保育所運営費負担金、

社会福祉施設等施設整備費補助金、社会福祉施設等災害復旧費補助金、地

域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、地域介護・福祉空間整備推進交

付金、次世代育成支援対策施設整備交付金 

 

・各種養成施設等の指定及び監督に関すること 

・民生委員等の委嘱等事務に関すること 

・医療安全の普及・啓発に関すること 

 

（保険年金課） 

・健康保険組合、厚生年金基金、国民年金基金の認可、指導監督に関する

こと 

・確定拠出年金（事業主に係るものに限る）、確定給付企業年金の承認、

指導監督に関すること 

・全国健康保険協会支部の指導監督に関すること 

 

（管理課） 

・医療サービスの指導業務に係る総合調整及び情報管理に関すること 

・２以上の都道府県において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設す

る医療法人の定款変更認可等の指導監督に関すること 

・国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会に対する指導に関す

ること 

・後期高齢者医療広域連合の指導及び社会保険診療報酬支払基金支部の監

督に関すること 

 

（医療課） 

・特定機能病院に対する立入検査に関すること 

・国の開設する病院等の監督（開設承認、変更承認、構造設備の使用承認

等）に関すること 

・支局事務所等が行う指導監督事務の指導及び監督管理に関すること 

・保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者そ

の他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関する事務のうち、特定

事項に関する監督 
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（指導監査課） 

・香川県内の健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高

齢者医療制度に係る療養に関する監督 

・香川県内の保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看

護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督、施設基準等の

申請・届出事務に関すること 

・香川県内の柔道整復師の施術に係る受領委任契約等の締結・登録事務等

に関すること 

・四国地方社会保険医療協議会香川部会の運営に関すること 

 

（県事務所） 

・所在県内の健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高

齢者医療制度に係る療養に関する監督 

・所在県内の保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看

護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督、施設基準等の

申請・届出事務に関すること 

・所在県内の柔道整復師の施術に係る受領委任契約等の締結・登録事務等

に関すること 

・所在県に置かれる四国地方社会保険医療協議会部会の運営に関すること 

 

 

○麻薬取締部 

・麻薬、覚せい剤等の取締り等及び薬物乱用防止の普及・啓発に関する 

こと 

・薬物等に関する相談 

 

 

○社会保険審査官 

・被保険者資格に関する処分決定に係る不服申立の審査請求の対応に関す

ること 

・標準報酬に関する処分決定に係る不服申立の審査請求の対応に関する 

こと 

・保険給付に関する処分決定に係る不服申立の審査請求の対応に関する 

こと 

・国民年金の保険料に関する処分、その他国民年金法の規定による徴収金

に関する処分決定に係る不服申立の審査請求の対応に関すること 
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          四国厚生支局の組織目標    （平成22年5月12日 策定） 

 

四国厚生支局のミッション： 

 

【今期（平成22年4月～平成22年9月）の組織目標】 

 内容 推進する上での課題 備考 

1 

【国の社会保障政策の効果が最大限発揮されるよう、広い視野、地域の視点、国
民の目線を重視して、所掌事務を適正かつ迅速に遂行する（行動指針Ⅰ）】 
・事務処理プロセスの効率化を図り、行政サービスの迅速化を目指す。 

・方法・手段を工夫し行政ニーズと政策効果の把握を目指す。 
・行政相談・苦情等への丁寧な対応を目指す。 

  

2 

【国民の社会連帯で成り立つ社会保険制度の監督者として、常に公平・公正な運

営を目指し、指導・監督する（行動指針Ⅱ）】 
・制度の趣旨に則した有効な指導方法等の確立を目指す。 
・不適正事案の発生の防止及び是正の徹底を目指す。 

・支局内及び関係行政機関等との連携体制の強化を目指す。 

  

3 

【法令遵守を徹底し、高い倫理観と強い責任感を持って常に適正な職務の執行に

当たる（行動指針Ⅲ）】 
・法令に基づいた事務執行により行政手続上の瑕疵の排除を目指す。 
・行政判断の妥当性の確保を目指す。 

・公務に対する国民からの信頼の確保を目指す。 

  

4 

【国民に対する行政の透明性の確保と説明責任の徹底を図り、所掌事務の周知・
広報に努める（行動指針Ⅳ）】 

・国民への情報提供について「見える化」「シンプル化」を目指す。 
・積極的な情報発信により四国厚生支局の認知度の向上を目指す。 
・丁寧な説明により社会保障政策の理解の促進を目指す。 

  

5 

【継続して業務の改善と効率化に努め、組織目標を確実に達成するため、職員一
人ひとりがたゆまぬ意識改革を行い、全力を挙げてこれに取り組む（行動指針

Ⅴ）】 
・所掌事務におけるコスト削減・ムダ排除の徹底を目指す。 
・超過勤務の削減とリフレッシュ休暇取得の促進を目指す。 

・職員の研修機会の拡大と自己研鑽への支援を目指す。 

  

 

【人材育成等及び７つの能力向上のための取り組み】 

 内容 備考 

人材育成・ 

組織活性化 

・組織目標に「公務に対する国民からの信頼の確保を目指す。」、「職員の研修機会の拡大

と自己研鑽への支援を目指す。」を掲げ、各課等が策定する業務計画において実施する。 

 

実態把握能力 ・組織目標に「方法・手段を工夫し行政ニーズと政策効果の把握を目指す。」を掲げ、各課
等が策定する業務計画において実施する。 

 

コスト意識・
ムダ排除能力 

・組織目標に「所掌事務におけるコスト削減・ムダ排除の徹底を目指す。」、「超過勤務の
削減とリフレッシュ休暇取得の促進を目指す。」を掲げ、各課等が策定する業務計画におい

て実施する。 

 

コミュニケー
ション能力 

・組織目標に「行政相談・苦情等への丁寧な対応を目指す。」、「支局内及び関係行政機関
等との連携体制の強化を目指す。」、「丁寧な説明により社会保障政策の理解の促進を目指

す。」を掲げ、各課等が策定する業務計画において実施する。 

 

情報公開能力 ・組織目標に「国民への情報提供について「見える化」「シンプル化」を目指す。」、「積

極的な情報発信により四国厚生支局の認知度の向上を目指す。」を掲げ、各課等が策定する
業務計画において実施する。 
・ホームページの改善等取り組む。 

 

制度・業務改
善能力（ｱﾌﾀｰｻ

ｰﾋﾞｽの考え方） 

・組織目標に「事務処理プロセスの効率化を図り、行政サービスの迅速化を目指す。」を掲
げ、各課等が策定する業務計画において実施する。 

 

政策マーケテ
ィング・検証

能力 

・組織目標に「方法・手段を工夫し行政ニーズと政策効果の把握を目指す。」、「職員の研
修機会の拡大と自己研鑽への支援を目指す。」を掲げ、各課等が策定する業務計画において

実施する。 

 

新政策立案 
能力 

・組織目標に「職員の研修機会の拡大と自己研鑽への支援を目指す。」を掲げ、各課等が策
定する業務計画において実施する。 

 

 

 

 

 

 

四国厚生支局は、国民一人ひとりが、健康で安心して充実した生活を送ることができ

るよう、四国地方における実情を踏まえつつ、国の社会保障政策を着実に推進するこ

とを通じて、将来にわたる国民生活の質の向上と社会経済の発展に寄与すること。 
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          四国厚生支局の組織目標    （平成22年10月5日 策定） 

 

四国厚生支局のミッション： 

 

【今期（平成22年10月～平成23年3月）の組織目標】 

 内容 推進する上での課題 備考 

1 

【国の社会保障政策の効果が最大限発揮されるよう、広い視野、地域の視点、国民の目
線を重視して、所掌事務を適正かつ迅速に遂行する（行動指針Ⅰ）】 
・事務処理プロセスの見直しを図り、迅速な行政サービスの提供を目指す。 

・方法・手段を工夫し行政ニーズと政策効果の把握を目指す。 
・行政相談・ご意見等への懇切丁寧な対応を目指す。 
・国民からのご意見等を行政に反映し、国民にとって利便性のある体制構築を目指す。 

・「こなす業務」ではなく「常に先を見据えた業務」の徹底を目指す。 

  

2 

【国民の社会連帯で成り立つ社会保険制度の監督者として、常に公平・公正な運営を目
指し、指導・監督する（行動指針Ⅱ）】 

・制度の趣旨に則した有効な指導方法等の確立を目指す。 
・不適正事案の発生の防止及び是正の徹底を目指す。 
・組織内及び関係行政機関等との連携体制の強化を目指す。 

・あらゆるプレッシャーに耐えうる強固な精神力の育成を目指す。 

  

3 

【法令遵守を徹底し、高い倫理観と強い責任感を持って常に適正な職務の執行に当たる 

（行動指針Ⅲ）】 
・法令に基づいた事務の執行を徹底し、行政手続上の瑕疵の排除を目指す。 
・行政判断の妥当性の確保を目指す。 

・公務に対する国民からより一層の信頼の確保を目指す。 
・常に知識の蓄積に努め資質の向上を目指す。 

  

4 

【国民に対する行政の透明性の確保と説明責任の徹底を図り、所掌事務の周知・広報に

努める（行動指針Ⅳ）】 
・国民への情報提供について「見える化」「シンプル化」を目指す。 
・積極的な情報発信により四国厚生支局の認知度の向上を目指す。 

・明確かつ丁寧な説明を行い社会保障政策への更なる理解の促進を目指す。 

  

5 

【継続して業務の改善と効率化に努め、組織目標を確実に達成するため、職員一人ひと

りがたゆまぬ意識改革を行い、全力を挙げてこれに取り組む（行動指針Ⅴ）】 
・所掌事務におけるコスト削減・ムダ排除の徹底を目指す。 
・超過勤務の削減とリフレッシュ休暇取得の促進を目指す。 

・職員の研修機会の拡大と自己研鑽への支援を目指す。 
・ＰＤＣＡサイクルを推進し、常に念頭に置いた業務運営を目指す。 

  

 

【人材育成等及び７つの能力向上のための取り組み】 

 内容 備考 

人材育成・ 

組織活性化 

・組織目標に「あらゆるプレッシャーに耐えうる強固な精神力の育成を目指す。」、「公務に対す

る国民からより一層の信頼の確保を目指す。」、「常に知識の蓄積に努め資質の向上を目指

す。」、「職員の研修機会の拡大と自己研鑽への支援を目指す。」を掲げ、各課等が策定する業務

計画において実施する。 

 

実態把握能力 ・組織目標に「方法・手段を工夫し行政ニーズと政策効果の把握を目指す。」、「国民からのご意

見等を行政に反映し、国民にとって利便性のある体制構築を目指す。」を掲げ、各課等が策定する

業務計画において実施する。 

 

コスト意識・

ムダ排除能力 

・組織目標に「所掌事務におけるコスト削減・ムダ排除の徹底を目指す。」、「超過勤務の削減と

リフレッシュ休暇取得の促進を目指す。」を掲げ、各課等が策定する業務計画において実施する。  

 

コミュニケー

ション能力 

・組織目標に「行政相談・ご意見等への懇切丁寧な対応を目指す。」、「組織内及び関係行政機関

等との連携体制の強化を目指す。」、「明確かつ丁寧な説明を行い社会保障政策への更なる理解の

促進を目指す。」を掲げ、各課等が策定する業務計画において実施する。 

 

情報公開能力 ・組織目標に「国民への情報提供について「見える化」「シンプル化」を目指す。」、「積極的な

情報発信により四国厚生支局の認知度の向上を目指す。」、「明確かつ丁寧な説明を行い社会保障

政策への更なる理解の促進を目指す。」を掲げ、各課等が策定する業務計画において実施する。  

・ホームページの改善等取り組む。 

 

制度・業務改

善能力（ｱﾌﾀｰｻ

ｰﾋﾞｽの考え方） 

・組織目標に「ＰＤＣＡサイクルを推進し、常に念頭に置いた業務運営を目指す。」を掲げ、各課

等が策定する業務計画において実施する。 

 

政 策 ﾏ ｰ ｹ ﾃ ｨ ﾝ

ｸﾞ・検証能力 

・組織目標に「方法・手段を工夫し行政ニーズと政策効果の把握を目指す。」、「職員の研修機会

の拡大と自己研鑽への支援を目指す。」を掲げ、各課等が策定する業務計画において実施する。  

 

新政策立案 

能力 

・組織目標に「国民からのご意見等を行政に反映し、国民にとって利便性のある体制構築を目指

す。」、「職員の研修機会の拡大と自己研鑽への支援を目指す。」、「ＰＤＣＡサイクルを推進

し、常に念頭に置いた業務運営を目指す。」を掲げ､各課等が策定する業務計画において実施する。 

 

四国厚生支局は、国民一人ひとりが、健康で安心して充実した生活を送ることができ

るよう、四国地方における実情を踏まえつつ、国の社会保障政策を着実に推進するこ

とを通じて、将来にわたる国民生活の質の向上と社会経済の発展に寄与すること。 
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【第Ⅱ章 業務の概要及び実績等】 

 

１ 総務課 

（１）国家試験について 

①業務概要 

四国厚生支局においては９種類（医師、助産師、保健師、看護師、診療放射線技

師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、薬剤師）の国家試験業務を担当して

います。 

（ア）試験会場の確保 

（イ）出願書類のチェック（受験資格審査、受験番号採番） 

（ウ）試験の実施（試験会場確保、監督員の配置、試験の進行、不正行為の防止） 

（エ）合格発表 

国民の生命に直接影響を与える医療職種の資格取得に関わるものであり、公共性

の高い業務です。 

②業務実績 

試験の種類 
試 験 日 

（平成２３年） 
試験会場 

受験者数 合格率 

（名） （％） 

第１０５回医師 ２月１２日(土) 高松市市民文化センター   (89.3) 

  ２月１３日(日)   527 87.9 

  ２月１４日(月)       

第９４回助産師 ２月１７日(木) 高松市市民文化センター   (97.2) 

      56 100.0 

第９７回保健師 ２月１８日(金) 高松市市民文化センター   (86.3) 

      702 92.3 

第１００回看護師 ２月２０日(日) 高松市市民文化センター   (91.8) 

    高松大学 3,044 84.8 

    高松南高等学校     

第５７回臨床検査技師 ２月２３日(水) 高松市市民文化センター   (67.0) 

      286 71.3 

第６３回診療放射線技師 ２月２４日(木) 高松市市民文化センター   (71.1) 

      93 76.3 

第４６回理学療法士 ２月２７日(日) 高松市市民文化センター   (74.2) 

      585 69.2 

第４６回作業療法士 ２月２７日(日) 高松市市民文化センター   (70.9) 

      338 67.8 

第９６回薬剤師 ３月５日(土) 徳島文理大学   (44.4) 

  ３月６日(日)   68 32.4 

合格率の（   ）は全国平均 
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（２）中小企業等協同組合について 

①業務概要 

実施する事業が厚生労働大臣の所管する法律に属するもので、四国内に主たる事

務所を有する中小企業等協同組合の監督に関する業務を行っています。 

（ア）設立認可 

（イ）定款変更認可 

 

②業務実績 

平成２２年度定款変更認可件数・・・・・１４件 

 

（３）研修について 

職員の資質向上のため、人事院等が実施する外部研修に積極的に参加させています。 

また、講師を招聘しての支局内研修も実施しています。 

①業務実績 

研 修 名 期   間 主 催 
参加

者数 

新規採用職員研修 平成２２年４月２日～４月９日 人事院四国事務局 １名 

新採用職員研修 平成２２年４月７日～４月９日 人事院四国事務局 １名 

中堅係員研修 平成２２年５月３１日～６月４日 人事院四国事務局 １名 

情報公開・個人情報保護

制度の運用及公文書等の

管理に関する研修会 

平成２２年６月１６日 四国行政評価局 ３名 

評価者講座 平成２２年６月３０日 総務省人事・恩給局 ２名 

「公務員倫理を考える」

討議式研修 
平成２２年６月３０日 人事院四国事務局 １名 

勤務時間・休暇制度説明

会 
平成２２年７月６日 人事院四国事務局 １名 

倫理制度説明会 平成２２年７月７日 人事院四国事務局 ２名 

服務・懲戒制度説明会 平成２２年７月７日 人事院四国事務局 １名 

医療制度改革の行方 平成２２年７月２０日 四国厚生支局 54名 

メンター養成研修 平成２２年７月３０日 人事院四国事務局 １名 

評価能力向上研修 

《ロールプレイ編》 
平成２２年８月２７日 人事院四国事務局 １名 

健康安全管理担当者 

研修会 
平成２１年６月１６日 人事院四国事務局 １名 

評価能力向上研修 

《応用編》 
平成２１年９月１７日 人事院四国事務局 ２名 
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心の健康づくりの研修 平成２２年９月２９日 人事院四国事務局 １名 

係長研修 
平成２２年１０月１８日～１０月２１

日 
人事院四国事務局 １名 

苦情相談担当官研修 平成２１年１０月１９日 人事院四国事務局 １名 

公務員倫理に関するセミ

ナー 
平成２２年１０月２２日 倫理審査会 ４名 

セクシュアル・ハラスメ

ント防止研修 
平成２２年１１月１１日 人事院四国事務局 １名 

管理監督者研修 
平成２２年１１月２４日～１１月２６

日 
人事院四国事務局 １名 

地方支分部局係長研修 平成２３年１月２５日～１月２８日 厚生労働省 １名 

評価能力向上研修 

《ロールプレイ編》 
平成２３年２月４日 人事院四国事務局 ３名 

JST 基本コース指導者養

成課程 
平成２３年２月１４日～２月１８日 人事院四国事務局 １名 

公文書等の管理に関する

法律の施行に関する研修 
平成２３年２月２５日 厚生労働省 １名 

接遇研修 平成２３年３月４日 人事院四国事務局 １名 

パーソネル・マネジメント

セミナー（人事評価研修） 
平成２３年３月７日 人事院四国事務局 １名 

 

（４）特例民法法人の指導及び監督について 

①業務概要 

特例民法法人に対する指導監査については、厚生労働大臣の権限を委任されてい

る地方厚生(支)局長が行うこととされており次の項目について指導監査を行いま

す。 

ⅰ 検査要領に基づく特例民法法人の業務及び財産の状況 

ⅱ ガイドラインに基づく特例民法法人の役員の報酬 

ⅲ 毎年度提出される事業計画書等の審査 

ⅳ 特例民法法人に対する集団説明会 

ⅴ 公認会計士等による監査の活用 

 

②業務実績 

平成２２年度においては、１１月に(社)高知県年金福祉協会、１２月に(社)香川

県年金福祉協会に対して検査要領に基づき定期検査を行いました。 

定期検査の結果、(社)高知県年金福祉協会については、不適切な事案はありませ

んでしたが、(社)香川県年金福祉協会については、財務諸表に対する注記が記載さ

れていなかったので、追加するよう指示を行いました。 
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③特例民法法人及び定期検査実施状況は次のとおりです。 

 

都道府県 法人数 公益法人名 定 期 検 査 実 施 状 況  

徳島県 １法人 ㈶徳島県社会保険協会 平成２３年度実施予定 

香川県 ２法人 ㈶香川県社会保険協会 平成２３年度実施予定 

㈳香川県年金福祉協会 

 

平成２２年１２月１３日定期検査実施 

（指摘事項：財務諸表に対する注記の追

加を指示） 

愛媛県 ２法人 ㈶愛媛社会保険協会 平成２４年度実施予定 

㈳愛媛県年金福祉協会 平成２４年度実施予定 

高知県 ２法人 ㈶高知県社会保険協会 平成２３年度実施予定 

㈳高知県年金福祉協会 平成２２年１１月１０日定期検査実施 

（指摘事項なし） 

 

 《参考》 

平成２０年１２月１日より新しい公益法人制度が施行され、従来の社団法人財団法

人は自動的に特例民法法人となりました。 

新制度では、特例民法法人は平成２５年１１月末までに一般社団公益社団ヘの移行

を行わなかった場合は解散となることから、管内の特例民法法人は、移行期問までに

一般社団ヘの認可(民間有識から構成される国の公益認定等委員会都道府県の合議制

の機関が基準を満たしているかの判断を行う)を得るために準備を進めています。 

 

（５）国有財産の管理及び処分について 

①業務概要 

国有財産については、国有財産全般を財務省が総括し、国有財産の管理処分につ

いては国有財産を所管する地方厚生(支)局長が行うこととされています。 

未利用国有財産等の遊休資産の有効活用を図るため、厚生労働省内に遊休資産売

却に関するプロジェクトチームが設置され、国有財産の円滑な管理及び早期売却処

分の実施を推進するため、平成２３年度から３ケ年計画による短期集中的な取組を

進めることになりました。 

 

②業務実績 

平成２２年度においては、香川県の坂出船員保険保養所、愛媛県の内子船員保険

保養所、高知県の保険課長宿舎、高知社会保険事務所長宿舎、瀬戸一般職員宿舎の

５物件について売却準備を進め、平成２２年５月２８日に坂出船員保険保養所の入

札公告を行い、同年６月２２日に入札を執行したところ、１社の参加があり落札、

同年６月３０日付けで国有財産売買契約を締結しました(跡地は住宅型有料老人ホ

ームとして活用)。 

同年１０月２５日に高知県の３物件について入札公告を行い、同年１２月１日に

入札を執行したが、保険課長宿舎及び高知社会保険事務所長宿舎については、予定

価格に達せず不落、瀬戸一般職員宿舎については、応札者の参加が無く不調の結果

となりました。 
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平成２３年３月１７日に愛媛県の内子船員保険保養所の入札公告を行いました

が、本省より３月１１日に発生した東日本大震災の影響を踏まえ、当面、国有財産

の売却等を行わないよう通知があり入札を中止しました。 

 

管内の国有財産１３件については、以下のとおりですが「第Ⅲ章 資料編」もご

覧下さい。 

 

平成２２年度管理国有財産一覧 

県 物 件 名 所 在 地 

徳

島

県 

西麻植職員宿舎 

 

徳島県吉野川市鴨島町西麻植字麻植市 

１４３－３ 

藍住職員宿舎 

 

徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前 

８０－８ 

香

川

県 

坂出船員保険保養所 

（売却済） 

香川県坂出市入船町1－２－３１ 

 

 

愛 

 

媛 

 

県 

今治社会保険事務所（上徳）公

務員宿舎 

愛媛県今治市上徳字的場甲３０４－１ 

宇和島社会保険事務所（丸穂）

公務員宿舎 

愛媛県宇和島市丸穂町１丁目甲 

２９０－１ 

松山社会保険事務所（西長戸）

公務員宿舎 

愛媛県松山市西長戸町字町田２４９－１ 

内子船員保険保養所 

 

愛媛県喜多郡内子町内子３６８２ 

 

 

 

高 

 

知 

 

県 

耐火書庫 

 

高知県高知市丸の内１－２－２０ 

保険課長宿舎 

 

高知県高知市塩田町６－８ 

福井一般職員宿舎 

 

高知県高知市福井町２２６９－２８ 

高知社会保険事務所長宿舎 

 

高知県高知市福井東町２４３－１１ 

 

厚生年金高知リハビリテーショ

ン病院朝倉医員宿舎 

高知県高知市朝倉本町２－５８９－２ 

瀬戸一般職員宿舎 

 

高知県高知市瀬戸西町３－１１１ 

   ※徳島県（２物件）、香川県（１物件）、愛媛県（４物件）、高知県（６物件） 

    ＝合計１３物件 

《参考》 

厚生労働省より、平成２３年７月１日付をもって国有財産売却等を再開する旨の通

知があり、今後売却を進めていきます。  
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２ 企画調整課 

 

（１）四国厚生支局の総合的な企画及び立案に関する業務について 

①業務概要 

企画調整課は平成２０年１０月の組織再編より設置され、主に四国厚生支局の総

合的な企画及び立案に関する業務を所掌し厚生労働省、関係機関との連絡調整や四

国厚生支局内の取りまとめや調整を行っています。 

 

②業務実績 

平成２２年度においては、四国厚生支局の組織目標・行動指針・組織目標・各課

等の業務計画の策定にあたり、企画・立案及び調整等を行いました。 

また、公益通報への対応等の取扱いについては、四国厚生支局内の職員全員に周

知徹底を図り、多種多様な業務が円滑かつ確実に遂行されるよう、対外的な調整や

四国厚生支局内の取りまとめ等を実施しました。 
 

 

（２）四国地方社会保険医療協議会総会の運営について 

①業務概要 

社会保険医療協議会法（昭和２５年法律４７号）等の改正に基づき、平成２０年

１０月から四国厚生支局に「四国地方社会保険医療協議会」が設置され、所掌事務

として、保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消、保険医及び保険薬剤師

の登録の取消等について、厚生労働大臣（四国厚生支局長へ委任）の諮問に応じて

審議・答申するほか、自ら建議する事ができると定められています。 

審議内容により「保険医療機関及び保険薬局の指定の取消し並びに保険医及び保

険薬剤師の登録の取消し」などを審議する「総会」と「保険医療機関及び保険薬局

の指定（総会の事務事項を除く）」を審議する「部会」で構成され、委員定数はそ

れぞれ２０名と８名となっています。 

「総会」の委員構成は支払側委員７名（保険者（３）、被保険者（３）、事業主

を代表する委員（１））と診療側委員７名（医師（５）、歯科医師（１）、薬剤師

を代表する委員（１））が、保険契約の両当事者として協議し、公益委員６名（公

益を代表する委員）が両者を調整して合意を得るという三者構成となっています。 

企画調整課は「総会」の庶務を担当しており、具体的には四国地方社会保険医療

協議会会長及び各委員への日程調整、各委員への総会開催前後での事務手続き等の

ほか、毎年１０月の任期満了（任期２年、毎年委員の半数が改選）に伴う委員改選

の調整及び申請手続き等を行っています。 
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②業務実績 

平成２２年度における四国地方社会保険医療協議会総会の開催状況については、

以下の通りです。 

 

平成２２年 ７月 １日 第１回総会開催 

（審議案件：保険医登録取消及び 

元保険医療機関の指定取消相当  各１件） 

 

平成２２年 ９月 ３日 第２回総会開催 

（審議案件：元保険医療機関の指定取消相当及び 

元保険医登録取消相当  各１件） 

  

平成２２年１０月１４日 第３回総会開催 

（審議案件：会長の選挙及び各県部会に属すべき 

（臨時）委員について  各１件） 

 

平成２３年 ３月２３日 第４回総会開催 

（審議案件：保険医療機関の指定取消及び 

保険医登録取消  各１件） 

 

 

（３）四国厚生支局に寄せられた「国民の皆様の声」について 

①業務概要 

厚生労働省に寄せられる「国民の皆様の声」には、厚生労働行政の政策改善につ

ながるきっかけとなるものであるから、企画調整課では四国厚生支局に寄せられた

「国民の皆様の声」の内容について、四国厚生支局内で情報を共有するよう周知

し、一定期間ごと取りまとめ厚生労働省へ報告を行っています。 

なお、寄せられた「国民の皆様の声」については、厚生労働省のホームページで

公表しています。 

 

②業務実績 

平成２２年度中に四国厚生支局に寄せられた「国民の皆様の声」は以下のとおり

です。 

 

「国民の皆様の声」を報告（連絡）した部局〈厚生労働省〉 件数 

医    政    局 ２ 

健    康    局 ２ 

医  薬  食  品  局 ３ 

社会・援護局（社会） ２ 

老    健    局 １ 

保   険   局 ２９ 

年   金   局 ４ 

計 ４３ 
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（４）医療安全（診療関連死）について 

①業務概要 

医療の安全の確保は、国民が安心して健康に暮らす上で欠かすことができないも

のです。 

一方、医療事故は相次いで発生しており、場合によっては死亡などの不幸な結果

につながるものもあり、我が国の医療政策上の重要課題です。 

厚生労働省においては、医療の安全を確保するため、有識者からなる検討会の開

催や国民の皆様からの意見を踏まえながら医療事故を調査・評価する仕組みについ

て検討しています。 

 

②業務実績 

四国厚生支局においては、四国管内における医療機関等の医療安全に関する取組

について情報収集を行い、有用な情報について厚生労働省医政局総務課医療安全推

進室に情報提供を行いました。 

 

 

（５）四国東南海・南海地震対策連絡調整会議等について 

①業務概要 

四国東南海・南海地震対策連絡調整会議は、四国管内の防災関係機関が実施する

東南海・南海地震対策について、情報の共有及び施策の連携・調整を図ることを目

的に会員機関２６機関、オブザーバー機関８機関から構成される会議であり、四国

厚生支局は同会議のプロジェクトのうち「広域的な救急医療体制に関する課題の抽

出」を担当しています。 

企画調整課は、平成２０年度より同会議への出席並びに「広域的な救急医療体制

に関する課題の抽出」プロジェクトに係る検討会の運営を行っています。 

 

②業務実績 

平成２２年１０月２９日（金）に検討会を開催し、国、四国４県の調整が必要と

思われる事項について協議を行い、取りまとめを行いました。 

また、取りまとめた内容については、平成２３年３月１４日（月）に開催予定の

四国東南海・南海地震対策連絡調整会議にて発表することとなっていたが、平成２

３年３月１１日に発生した「東日本大震災」（当時は東北地方太平洋沖地震）の影

響で同会議が延期となっています。 

なお、平成２３年３月１７日（木）に、東北地方太平洋沖地震への対応につい

て、四国管区の国の出先機関等が一同に集まり、情報交換を行うことによって、情

報共有及び今後の対策等の参考とする目的として「東北地方太平洋沖地震に関する

緊急連絡会議」が開催され参加しています。 
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四国東南海・南海地震対策連絡調整会議

【設立主旨】

国や地方公共団体の防災関係機関
が実施するハード対策やソフト対策
を連携、調整し、より計画的、効果
的に実施することにより、いつ起こ
るかもしれない東南海・南海地震に
よる被害を軽減し、被災後において
も速やかな対応、復旧ができること
を目的として、四国地方整備局を事
務局として本会議を設立しました。

【検討項目】

部会名 検討項目

情報共有
地震・津波情報の収集、伝達方法

地震発災後の被災情報の収集、共有

広域連携
防災対策基盤整備の効果的な推進

応急復旧活動における広域連携

津波対策 沿岸地域における地震・津波対策

演習・広報
（幹事会）

広域合同演習・広報

四国管内の防災関係機関が実施する東南海・南海地震対策につい
て、情報共有及び施策の連携・調整を図るものである。

■ 連絡調整会議会員

四国管区警察局長、四国総合通信局長、四国財務局長、四国厚生
支局長、中国四国農政局長、四国経済産業局長、四国地方整備局長、
四国運輸局長、大阪航空局長、中国四国環境事務所高松事務所長、
国税庁高松国税局長、林野庁四国森林管理局長、気象庁高松地方
気象台長、海上保安庁第五管区海上保安本部長、第六管区海上保安
本部長、陸上自衛隊第１４旅団長、原子力安全・保安院中国四国
産業保安監督部四国支部長、国土地理院四国地方測量部長、徳島県
危機管理局長、香川県防災局長、愛媛県県民環境部長、
高知県危機管理部長、徳島県警察本部長、香川県警察本部長、愛媛
県警察本部長、高知県警察本部長

■ オブザーバー機関

日本銀行高松支店、西日本高速道路㈱四国支社、四国電力㈱、四国旅客
鉄道㈱、日本貨物鉄道㈱四国支店、西日本電信電話㈱愛媛支店、
㈱ＮＴＴドコモ四国、全国消防長会四国支部

四国東南海・南海地震対策連絡調整会議

情報共有
部 会

広域連携
部 会

津波対策
部 会

幹事会

事 務 局 四 国 地 方 整 備 局

〔※課題に応じて専門部会を設置〕

２６機関

８機関
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３ 年金管理課 

 

公的年金制度は、厚生労働大臣が財政責任・管理運営責任を負いつつ、一連の業務運

営は日本年金機構（以下「機構」といいます。）が実施しています。 

機構では、厚生労働大臣の直接的な監督の下、公的年金の適用や保険料の徴収、年金

に関する相談や年金の決定を行っていますが、年金に関する事務に関して、行政が行う

必要があるとされた次の業務について、年金管理課が所掌しています。 

 

（１）日本年金機構の徴収職員及び収納職員の認可について 

①業務概要 

事業主の方が納める厚生年金保険等の保険料や自営業の方などが納める国民年金

保険料（以下「保険料」といいます。）の収納事務については、機構注 1の「収納職

員」に行わせることができる旨の規定や、また、その保険料が納付されない場合の

滞納処分については、機構の「徴収職員」に行わせることができる旨の規定が関係

法令に設けられています。 

この「徴収職員」及び「収納職員」の任命は機構理事長が行いますが、その任命

に当たっては、事前に厚生労働大臣の認可が必要とされており、認可の権限は地方

厚生（支）局長に委任されています。 

四国厚生支局では、機構四国ブロック本部注１から各年金事務所注 2 等に配置する

「徴収職員」及び「収納職員」について認可申請があった場合、当該申請の審査と

認可を行っています。 

 

（注1）機構の組織は、本部が東京、年金事務所（旧社会保険事務所）が全国に31

2ヶ所、年金事務所の管理・支援等を行うブロック本部が北海道、宮城、

埼玉、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡に設置されています。 

（注2）四国に設置されている四国ブロック本部及び各年金事務所の所在地につい

ては、「第Ⅲ章 資料編」をご覧下さい。 

 

②業務実績 

平成２２年４月から平成２３年３月までの間（以下「平成２２年度」といいま

す。）における徴収職員及び収納職員注１の認可実績は、次表のとおりです。 

平成22年度実績 

認可内容 認可人数 

徴収職員の認可 41名 

収納職員の認可 43名 

計 84名 

 

（注1）徴収職員として認可した者については、同時に収納職員としても認可して

います。 

 

（２）日本年金機構が行う滞納処分等の認可について 

①業務概要 

機構が保険料を滞納している厚生年金保険等の適用事業所や国民年金の被保険者

に対し滞納処分や財産調査を行う場合は、事前に厚生労働大臣の認可が必要とされ
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ており、認可の権限は地方厚生（支）局長に委任されています。 

四国厚生支局では、機構本部（通常分注 1）及び各年金事務所（緊急分注 2）から認

可申請があった場合、当該申請の審査と認可を行っています。 

 

（注1）毎月一定の時期を定めて行われ、機構本部から一括して認可申請される分

です。 

（注2）事業の廃止や破産等で急を要するため、各年金事務所から個別に認可申請

される分です。 

 

②業務実績 

平成２２年度における滞納処分等の認可実績は、次表のとおりです。 

平成22年度実績 

認可内容 認可件数 

滞納処分等の認可（通常分） 50,804件 

滞納処分等の認可（緊急分） 43件 

計 50,847件 

   ※平成２３年３月分の国民年金滞納処分等認可申請（通常分）については、督促 

    状の指定期限である４月に５件の認可を行っていますが、上記の実績件数に含 

    めています。 

 

③実施結果 

機構が行った滞納処分については、機構本部で月単位として取りまとめを行 

い、翌月末までに地方厚生(支)局に対し報告がなされ、報告を受けた地方厚生(支)

局は、認可後に滞納処分を執行した事案であるかの確認を行います。 

 

年度 区 分 報告件数 

平成 22 年度 

実施結果 

滞納

の 

解消

状況 

完納 273 件 

分割納付 73 件 

処分続行中 931 件 

計 1,277 件 

 

（３）日本年金機構が行う立入検査等の認可について 

①業務概要 

機構が行う厚生年金保険等の未適用事業所への加入指導・立入検査又は適用事業

所への事業所調査（以下「立入検査等」といいます。）については、あらかじめ厚

生労働大臣の認可が必要とされており、認可の権限は地方厚生（支）局長に委任さ

れています。 

四国厚生支局では、機構四国ブロック本部から各年金事務所分をとりまとめた認

可申請（通常分注 1及び緊急分注 2）があった場合、当該申請の審査と認可を行ってい

ます。 
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（注1）毎月一定の時期を定めて行われ、機構四国ブロック本部から一括して認可

申請される分です。 

（注2）各年金事務所において速やかに調査等を行う必要がある場合、機構四国ブ

ロック本部を経由して、その都度認可申請される分です。 

 

②業務実績 

 平成２２年度における立入検査等の認可実績注1は、次表のとおりです。 

平成22年度実績 

認可内容 認可件数 

立入検査等の認可（通常分） 9,547件 

立入検査等の認可（緊急分） 324件 

計 9,871件 

 

（注1）立入検査の認可実績の内訳については、「第Ⅲ章 資料編」をご覧下さい。 

 

③実施結果 

年度 
区 分 報告件数注 1 

認可件数 9,099 件 

平成 22 年度 

実施結果 

立入検査等 

実施件数 

指摘有の事業所 2,212 件 

指摘無の事業所 5,397 件 

行方不明の事業所 111 件 

計 7,720 件 

未実施の事業所 1,379 件 

計 9,099 件 

 

（注1）認可有効期限が経過した平成２２年４月から平成２３年１月末までの１０

ヶ月間の実績です。 

 

（４）日本年金機構が行う受給権者及び被保険者調査の認可について 

①業務概要 

機構が行う受給権者及び被保険者に関する調査（以下「受給権者等調査」といい

ます。）については、あらかじめ厚生労働大臣の認可が必要とされており、認可の

権限は地方厚生（支）局長に委任されています。 

四国厚生支局では、機構四国ブロック本部から各年金事務所分をとりまとめた認

可申請（通常分注 1及び緊急分注 2）があった場合、当該申請の審査と認可を行ってい

ます。 

 

（注1）毎月一定の時期を定めて行われ、機構四国ブロック本部から一括して認可

申請される分です。 

（注2）障害の状態を診断させる調査など、各年金事務所において速やかに調査等

を行う必要がある場合、機構四国ブロック本部を経由して、その都度認可

申請される分です。 
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②業務実績 

平成２２年度における受給権者及び被保険者調査の認可実績注 1 は、次表のとお

りです。 

平成22年度実績 

認可内容 認可件数 

受給権者等調査の認可（通常分）  158件 

受給権者等調査の認可（緊急分） 5件 

計 163件 

 

（注1）受給権者及び被保険者調査の認可実績の内訳については、「第Ⅲ章 資料

編」をご覧下さい。 

 

（５）社会保険労務士に関する業務について 

①業務概要 

社会保険労務士法に関する業務のうち社会保険諸法令に関するものは、厚生労働

大臣が行うものとされ、地方厚生（支）局長に委任されています。 

四国厚生支局では、次の業務を行っています。 

ⅰ 社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査 

ⅱ 社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会等 

からの通知の受理 

ⅲ 社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令 

ⅳ 社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査 

ⅴ 社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合の 

報告 

ⅵ 社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞 

ⅶ 全国社会保険労務士会が実施している社会保険労務士試験への協力等 

なお、平成２２年度に不適切な案件はありませんでした。 

 

《参考》四国厚生支局管内の社会保険労務士会会員数及び法人数の状況は、次表のと

おりです。 

   （平成23年3月31日現在） 

県  名 
会員数（単位：人） 社労士 

法人数 開 業 法人の社員 勤 務 その他 計 

徳 島 県 112 5 21 17 155 2 

香 川 県 198 3 51 19 271 2 

愛 媛 県 240 12 48 31 331 6 

高 知 県 106 0 42 18 166 0 

計 656 20 162 85 923 10 

 

（６）年金委員に関する業務について 

①業務概要 

年金委員とは、機構が行っている公的年金制度の適用、給付、保険料その他の事

項について啓発、相談及び助言等の活動注１を行い、年金事業の理解を高め、その円

滑な運営を図ることを目的としています。 
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年金委員は、厚生年金保険の適用事業所の事業主が推薦し、委嘱される「職域

型」の年金委員注 2と、市町村等が推薦し、委嘱される「地域型」の年金委員注 3 に

区別され、いずれも厚生労働大臣より権限の委任を受けた地方厚生（支）局長が委

嘱を行います。 

四国厚生支局では、事業主や市町村等より推薦のあった年金委員候補者に対し

て、委嘱に係る審査、決定及び委嘱状の発行、年金委員証明書の発行等を行ってい

ます。 

 

（注1）年金委員は、日本年金機構と協力連携の下、厚生年金保険の適用事業所の

事業主、被保険者及び地域住民に対して次の職務を行います。 

ⅰ 日本年金機構が取り組む年金記録問題への対応についての協力及び支援 

ⅱ 日本年金機構が実施する年金制度等に関する説明会及び普及啓発活動へ 

    の協力 

ⅲ 日本年金機構が発出する各種通知やお知らせ等に関する説明及び相談 

ⅳ 各種届出手続きについての相談及び助言並びに適切な届出の励行 

ⅴ 前各号に掲げるものの他、政府管掌年金事業の推進に必要な業務 

（注2）「職域型」の年金委員は、厚生年金保険の適用事業所に設置されており、

設置数は常時３００人未満の被保険者を使用する適用事業所については１

名、常時３００人以上の被保険者を使用する適用事業所については２名と

しています。なお、任期はありません。 

（注3）「地域型」の年金委員は、市町村または各種団体から推薦があった者につ

いて、委嘱を行っています。なお、任期は３年です。 

 

②四国厚生支局管内の状況 

平成２２年度末の年金委員の委嘱数状況は、次表のとおりです。 

   （単位：人） 

県   名 年金事務所名 職 域 型 地 域 型 計 

徳 島 県 

徳 島 北 616 

42 1,340 徳 島 南 484 

阿 波 半 田 198 

香 川 県 

高 松 西 830 

85 2,768 高 松 東 955 

善 通 寺 898 

愛 媛 県 

松 山 西 677 

168 2,885 

松 山 東 489 

新 居 浜 632 

今 治 486 

宇 和 島 433 

高 知 県 

高 知 東 431 

43 1,444 
高 知 西 458 

南 国 287 

幡 多 225 

計 8,099 338 8,437 
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（７）学生納付特例事務法人に関する事務について 

①業務概要 

２０歳以上の大学生等の方については、国民年金に加入する義務がありますが、

所得のない方が保険料を納付できずに、将来、年金を受け取ることができなくなる

ことや、不慮の事故等により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金をうける

ことができなくなること等を防止するため、ご本人からの申請により国民年金保険

料の納付が一定期間猶予される「学生納付特例制度」があります。 

この制度を活用するためにできるだけ申請のしやすい環境に整備が行われ、大学

等が「学生納付特例事務法人」の指定を厚生労働大臣から受け、学生からの申請を

代行できることになっており、厚生労働大臣の指定の権限は、地方厚生（支）局長

に委任されています。 

四国厚生支局では、次の業務を行っています。 

ⅰ 学生納付特例事務法人の指定及び指定の取消に係る審査及び決定 

ⅱ 学生納付特例事務法人への改善命令 

ⅲ 学生納付特例事務法人制度の普及・推進 

 

②業務実績 

平成２２年度においては、平成２２年９月に管内２９５校に対して四国厚生支局

長名で協力依頼の通知を発出し、その後、徳島県の定時制高校より申請があり、平

成２２年１０月に指定を行いました。 

 

③学生納付特例事務法人指定状況 

平成２２年度末における学生納付特例事務法人の指定等の状況は、次表のとおり

です。 

県 名 指 定 校 名 

徳 島 県 徳島県立富岡東高等学校 

香 川 県 香川県立保健医療大学 

愛 媛 県 
愛媛大学 

愛媛十全医療学院 

高 知 県 

高知女子大学 

土佐情報経理専門学校 

土佐リハビリテーションカレッジ 

 

《参考》なお、平成２３年４月に協力依頼の通知を発出し、その後、３校より申請が

あり、徳島県の専修学校徳島県美容学校(23.5.10)、香川県の木田地区医師会

附属准看護学院(23.6.6)及び香川大学(23.7.25)の指定を行っています。 

 

（８）保険料納付確認団体に関する事務について 

①業務概要 

同種の事業や業務に従事する国民年金の被保険者を構成員とする団体等が、厚生

労働大臣の指定を受け、国民年金の被保険者である構成員の委託に基づき、構成員

の国民年金保険料の納付状況を確認できる｢保険料納付確認団体制度｣があります。 

構成員へ国民年金保険料の納付状況を通知するとともに、未納であれば自主的な
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納付を促進することにより、年金受給権を確保することが目的であり、厚生労働大

臣の指定等の権限は、地方厚生（支）局長に委任されています。 

なお、平成２２年度末現在、保険料納付確認団体の指定はありません。 

 

（９）国民年金等事務取扱交付金の交付に関する事務について 

①業務概要 

厚生労働省や機構が行う国民年金等の事務の一部については、以下のとおり市町

村において実施しており、この事務の実施に要する費用については、地方厚生

（支）局が市町村からの申請を審査し、厚生労働省から交付されています。 

ⅰ 厚生労働省が行う事務の一部について法律により市町村が行うこととされた事

務に対する費用の交付 

国民年金の基礎年金及び福祉年金、特定障害者に対する特別障害給付金の

支給に係る事務の一部は、法定受託事務として市町村が行うこととなってい

ます。法定受託事務に必要な費用は、市町村に負担義務はないものとされて

おり、事務に要する費用は厚生労働省が交付することとされています。 

ⅱ 国民年金事務に関して市町村の協力や連携のもとに実施した事務に対する費用

の交付 

法定受託事務に付随する事務や国民年金に関する相談等について、地方分

権一括法による国民年金事務の見直しに伴い、被保険者に対するサービス低

下を来さぬよう、市町村が厚生労働省及び機構に対しての協力や連携のもと

に事務を実施しています。その事務に対する経費については、厚生労働省が

交付しています。 

 

②業務実績 

平成２２年度における交付実績は、次表のとおりです。 

法定受託事務に係る交付金           （単位：千円） 

県 名 市町村数 交付決定額 概算交付額  精算交付額 

徳 島 県 24 144,077 98,294 45,783 

香 川 県 17 151,242 102,126 49,116 

愛 媛 県 20 262,943 179,901 83,042 

高 知 県 34 157,332 102,136 55,196 

計 95 715,594 482,457 233,137 

 

協力・連携に係る交付金             （単位：千円） 

県 名 市町村数 交付決定額 概算交付額注1 精算交付額注2 

徳 島 県 24 16,742 10,009 6,733 

香 川 県 17 16,530 11,075   5,455 

愛 媛 県 20 33,902 24,078 9,824 

高 知 県 34 18,585 11,254 7,331 

計 95 85,759 56,416 29,343 

 

（注1）概算交付額とは、前年度の交付実績及び年度当初の計画額の一定額を合わ

せ第1四半期から第3四半期までに資金交付した額である。 
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（注2）精算交付額とは、年度末に国民年金事務費交付金等の交付額を決定し、そ

の決定額からすでに資金交付した第1四半期から第3四半期までの概算交付

額を差し引いた額を第4四半期に資金交付した額である。 

 

（10）日雇特例被保険者の適用及び徴収に係る交付金の交付に関する事務について 

①業務概要 

日雇特例被保険者に係る保険者の事務のうち、厚生労働大臣が行うこととされて

いる日雇特例被保険者手帳の交付等に関する事務は、法定受託事務として、厚生労

働大臣が指定する市町村（以下「事務指定市町村」といいます。）が行い、日雇特

例被保険者手帳の交付等に関する事務に必要な費用は、厚生労働省が交付すること

とされています。 

四国厚生支局では、管内１１事務指定市町村より提出された日雇特例被保険者交

付金申請書及び各種報告書の内容を審査し、厚生労働省へ報告を行っています。 

 

②業務実績 

平成２２年度における交付実績は、次表のとおりです。 

                                   （単位：円） 

      

県 名 

 

 

指定市町村数 

 

申請市町村数 
交付額 

申請件数 金 額 

徳島県 6 4 27 2,142 

高知県 4 2 12 952 

計 10 6 39 3,094 

    ※ 香川県及び愛媛県には、事務指定市町村はありません。 
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４ 健康福祉課 

 

（１）補助金等の交付に関する事務について 

①補助金等の交付について 

（ア）業務概要 

地方自治体を交付対象とする補助金等の執行事務は、厚生労働本省から地方厚

生（支）局へ移管されています。具体的には結核医療費負担金や地方公共団体が

整備する保健衛生施設、社会福祉施設等の施設・設備費の交付決定などの執行業

務を四国厚生支局において行っています。 

 

（イ）業務実績 

平成２２年度の四国厚生支局における補助金等の業務実績は、次表のとおり 

です。 

 

単位：円 

補助金等名称 交 付 目 的 交付決定額 

結核医療費負担金 

都道府県、保健所を設置する政令市及び

特別区が行う従業禁止・命令入所患者に

対する医療に要する費用の一部を負担す

る 

64,986,585 

結核医療費補助金 

都道府県、保健所を設置する政令市及び

特別区が行う一般患者に対する医療に要

する費用等の一部を補助する 
5,682,891 

原爆被爆者健康診断

費交付金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆

被爆者の健康診断に要する費用並びに被

爆者健康手帳の交付に要する費用を交付

する 

14,764,650 

原爆被爆者手当交付

金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う医療

特別手当、特別手当、健康管理手当、保

健手当並びに原子爆弾小頭症手当の支給

に要する費用並びに事務の処理に要する

費用を交付する 

887,668,335 

原爆被爆者葬祭料交

付金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆

被爆者葬祭料支給事業に要する費用並び

に事務の処理に要する費用を交付する 

 

23,933,491 

児童扶養手当給付費

負担金 

都道府県知事等が行う児童扶養手当の支

給に要する費用の一部を負担することに

より、父と生計を同じくしていない児童

が育成される家庭の生活の安定と自立の

促進に寄与し、もって児童の福祉の増進

を図る 

6,090,423,123 
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補助金等名称 交 付 目 的 交付決定額 

児童入所施設措置費

等負担金 

児童入所施設への児童等の入所後の保護

又は委託後の養育につき、児童福祉施設

最低基準を維持するために要する費用と

して、地方公共団体の支弁した経費に対

し、国が負担する 

3,088,973,505 

保育所運営費負担金 

保育所（私立）の運営に必要な経費を負

担することにより、保育所において保育

に欠ける児童に対して保育の実施を図る 

10,949,385,138 

特別児童扶養手当事

務取扱交付金 

都道府県知事又は市町村長が、特別児童

扶養手当等の支給に関する法律に基づい

て特別児童扶養手当の支給事務を行うた

めの経費を交付する 

34,398,899 

特別障害者手当等給

付費負担金 

都道府県市が行う特別障害者手当、障害

児福祉手当等の支給に要する費用の一部

を負担することにより、精神又は身体に

重度の障害を有する者の福祉の増進を図

る 

1,236,635,430 

婦人保護費国庫負担

金 

「売春防止法」に基づき要保護女子につ

いてその転落の未然防止と保護更生を図

ること及び「配偶者暴力防止法」に基づ

き配偶者からの暴力被害者である女性の

保護等を目的とする 

30,321,443 

婦人相談所運営費負

担金 
669,925 

婦人保護費国庫補助

金 
20,176,983 

保健衛生施設等施設

整備費国庫補助金 

農村検診センター、特定感染症指定医療

機関施設等の施設及び設備を整備し、地

域住民の健康増進並びに疾病の予防及び

治療を行い、もって公衆衛生の向上に寄

与することを目的とする 

14,629,000 

保健衛生施設等設備

整備費国庫補助金 
54,598,000 

保健衛生施設等災害

復旧費補助金 

災害により被害を受け、その災害復旧に

関し、厚生労働大臣と協議して承認を得

た施設の災害復旧事業 

0 

社会福祉施設等施設

整備費補助金 

社会福祉法人等が整備する施設整備に要

する費用の一部を補助することにより、

施設入所者等の福祉の向上を図ることを

目的とする 

267,564,000 
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補助金等名称 交 付 目 的 交付決定額 

社会福祉施設等災害

復旧費補助金 

社会福祉法人等が整備した施設であっ

て、暴風、洪水、高潮、地震、その他の

異常な自然現象より被害を受けた施設の

災害復旧に関し、厚生労働大臣等に協議

して承認を得た災害復旧事業に要する費

用の一部を補助することにより、災害の

速やかな復旧を図り、もって施設入所者

等の福祉を確保することを目的とする 

0 

地域介護・福祉空間

整備等施設整備交付

金 

地域における公的介護施設等の計画的な

整備等の促進に関する法律第4条に基づ

き、市町村が作成した市町村整備計画に

基づく事業又は事務の実施に要する経費

に充てるため、市町村に交付することに

より、地域における公的介護施設等の施

設及び設備等の整備事業を推進すること

を目的とする 

889,612,000 

地域介護・福祉空間

整備推進交付金 
23,300,0000 

次世代育成支援対策

施設整備交付金 

次世代育成支援対策推進法第11条第1項

に規定する交付金に関する省令第1条第2

項に規定する施設の新設、修理、改造、

拡張又は整備に要する費用の一部に充て

るために、国が交付する交付金であり、

もって、次世代育成支援対策を推進する

ことを目的とする 

7,657,000 

 

②財産処分について 

（ア）業務概要 

補助金等の交付を受けて取得した財産を交付の目的に反して使用する等の処分

を行うにあたっては、「補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律」に基づ

く厚生労働大臣の承認が必要とされており、保健衛生施設、社会福祉施設等の国

庫補助財産の財産処分については、地方厚生（支）局においてその承認審査を行

っています。 

 

（イ）業務実績 

平成２２年度の四国厚生支局における財産処分に関する業務の実績は、次表の

とおりです。 

 

区  分 処理件数 

財産処分承認申請     １２ 

 包括承認事項における財産処分報告の受理     ４９ 

計     ６１ 
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（２）各種養成施設等の指定及び監督について 

国民の健康や安全な生活の維持向上を図ることを目的として、一定の資格を有する

人材を育成する各種養成施設等について、関係法令等に基づく指定、監督等の業務を

行っています。 

 

①業務概要 

表に掲げる養成施設等について、新規の指定（認定）及び変更等の申請を受理し、

審査を行うとともに、既指定（認定）の養成施設等について、指定（認定）規則及

び指導要領に適合した運営、教育がなされるよう、指導・監督を行っています。 

 

   （平成２２年４月１日現在の各養成施設（課程）一覧は第Ⅲ章資料編のとおり） 

施   設   種   別 課程（施設）数 

管理栄養士養成施設 4( 4) 

栄養士養成施設 7( 7) 

理容師養成施設 11(11) 

美容師養成施設 14(14) 

調理師養成施設 10(10) 

指定保育士養成施設 19(18) 

社会福祉士養成施設（科目等確認大学を含む） 22(15) 

介護福祉士養成施設（福祉系高等学校等を含む） 28(27) 

社会福祉主事養成機関 1( 1) 

精神保健福祉士養成施設 2( 1) 

保健師助産師看護師養成所 28(23) 

理学療法士養成施設 11(11) 

作業療法士養成施設 9( 9) 

診療放射線技師養成所 0( 0) 

臨床検査技師養成所 0( 0) 

視能訓練士養成所 0( 0) 

臨床工学技士養成所 3( 3) 

言語聴覚士養成所 3( 3) 

義肢装具士養成所 0( 0) 

救急救命士養成所 0( 0) 

歯科衛生士養成所 8( 8) 

歯科技工士養成所 4( 4) 

あ・は・き 養成施設 2( 2) 

柔道整復師養成施設 2( 2) 

製菓衛生師養成施設 9( 6) 

食品衛生管理者養成施設 7( 7) 

食品衛生監視員養成施設 7( 7) 

計 211(193) 
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（注１）あ・は・き養成施設とは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 

養成施設を略した表現です。 

（注２）管理栄養士の４養成施設は栄養士国家試験の受験資格も得られます。 

（注３）食品衛生管理者養成施設と食品衛生監視員養成施設は同一課程のため、 

同一の養成施設で行われています。 

 

②業務実績 

（ア）指定等に関する事務 

平成２２年度の四国厚生支局における指定、変更の承認、変更届及び報告書の

受理等に関する業務の実績は、次表のとおりです。 

 

養 成 施 設 等 の 種 別 指 定 取 消 
変 更 

承 認 
変更届 報告書 

管理栄養士養成施設 1 0 0 2 4 

栄養士養成施設 1 0 3 6 6 

理容師養成施設 0 0 2 11 11 

美容師養成施設 0 0 2 21 14 

調理師養成施設 0 0 0 0 10 

指定保育士養成施設 0 1 20 0 19 

社会福祉士養成施設 

（科目等確認大学を含む） 
20 0 0 14 (注2) 2 

介護福祉士養成施設 

（福祉系高等学校等を含む) 
10 0 2 25 28 

社会福祉主事養成機関 0 0 0 1 0 

精神保健福祉士養成施設 2 0 2 0 0 

保健師助産師看護師養成所 1 0 13 9 23 

理学療法士及び作業療法士養成施設 0 0 21 5 11 

臨床工学技士養成所 0 0 0 0 3 

言語聴覚士養成所 0 0 4 1 3 

歯科衛生士養成所 1 0 6 4 9 

歯科技工士養成所 0 1 1 2 5 

あ・は・き 養成施設（注1） 0 0 2 2 2 

柔道整復師養成施設 0 0 1 2 2 

製菓衛生師養成施設 2 0 0 1 7 

食品衛生管理者養成施設 0 0 0 5  

食品衛生監視員養成施設 0 0 0 5  

計 38 2 79 116 159 

（注１）あ・は・き養成施設とは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 

養成施設を略した表現です。 

（注２）科目等確認大学については、報告書は提出することになっていません。 
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（イ）指導監督に関する業務 

平成２２年度の四国厚生支局における養成施設等に対する指導調査の実績は、

次表のとおりです。 

養 成 施 設 等 の 種 別 
対象施

設 数 

実施施 

設 数 

改 善 指 導 件 数 

該当施

設 数 

文  書 

指  摘 

口 頭 

指 摘 

管理栄養士養成施設 4 1 1 1 0 

栄養士養成施設 7 1 0 0 0 

理容師養成施設 6 1 1 0 3 

美容師養成施設 12 3 3 1 4 

調理師養成施設 10 3 2 1 2 

指定保育士養成施設 18 7 4 3 3 

社会福祉士養成施設（注３） 2 0 - - - 

介護福祉士養成施設（注４）  21 6 2 2 0 

社会福祉主事養成機関 1 0 - - - 

精神保健福祉士養成施設 1 0 - - - 

保健師助産師看護師養成所 23 6 6 12 2 

理学療法士養成施設 11 3 3 3 1 

作業療法士養成施設 9 3 1 0 1 

あ・は・き 養成施設（注１） 2 1 1 0 1 

柔道整復師養成施設 2 0 - - - 

臨床工学技士養成所 3 1 1 0 2 

言語聴覚士養成所 3 0 - - - 

歯科衛生士養成所 8 2 1 1 0 

歯科技工士養成所 4 0 - - - 

製菓衛生師養成施設 5 1 1 0 1 

食品衛生管理者養成施設 7 4 2 2 0 

食品衛生監視員養成施設 7 4 2 2 0 

計 166 47 31 28 20 

（注１）あ・は・き養成施設とは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 

養成施設を略した表現です。 

（注２）理容師、美容師養成施設のうち、学校教育法における特別支援学校及び矯 

正施設に属するものは指導監督する対象施設数から除きます。 

（注３）社会福祉士養成施設のうち、科目等確認大学は指導監査する対象施設数か

ら除きます。 

（注４）介護福祉士養成施設のうち、特例高等学校は指導監査する対象施設数から

除きます。 
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（ウ）介護技術講習実施届出等 

介護技術講習実施変更届出書を８件、介護技術講習実施報告書を１４件受理し

ました。 

実施状況は、次表の実施施設において、延べ４８回、修了者数１，７２０名で

す。 

平成２２年度介護技術講習実施届を１４件受理しました。 

 

        介護技術講習実施施設一覧（平成22年度実施分） 

県  別 No. 施   設   名 

徳島県 
1 四国大学短期大学部 

2 徳島健祥会福祉専門学校 

香川県 

3 香川短期大学 

4 四国医療福祉専門学校 

5 専門学校 穴吹パティシエ福祉カレッジ 

6 瀬戸内総合学院 

7 さぬき福祉専門学校 

愛媛県 

8 聖カタリナ大学 

9 今治明徳短期大学 

10 松山東雲短期大学 

11 四国中央医療福祉総合学院 

高知県 

12 高知福祉専門学校 

13 龍馬看護ふくし専門学校 

14 平成福祉専門学校 
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（３）民生委員等の委嘱等事務について 

①業務概要 

民生委員は、民生委員法の規定により、都道府県知事（指定都市、中核市の長を

含む。以下同じ。）の推薦によって厚生労働大臣が委嘱し、福祉事務所等関係行政

機関に対する協力や民間の篤志奉仕者として自主的な民間福祉活動に従事していま

す。 

また、民生委員は、児童福祉法の規定により、児童委員を兼務することとされて

おり、児童委員のうち主任児童委員は、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣

が指名し、児童の福祉に関する児童相談所等関係行政機関と児童委員との連絡調整

や児童委員の活動に対する援助を行っています。 

民生委員及び児童委員の任期は、民生委員法第１０条の規定により３年とされて

おり、かつ、補欠（後任者等）の任期は前任者の在任期間とされていることから、

３年ごとに一斉改選が行われています。 

今年度は一斉改選の年にあたり、平成２２年１２月１日に一斉改選が行われ、そ

の任期は平成２５年１１月３０日までとなっています。 

なお、四国厚生支局においては、民生委員及び児童委員の委嘱・解嘱、主任児童

委員の指名並びに厚生労働大臣表彰状及び感謝状の授与などの業務を行っています。 

 

（参考）四国厚生支局管内の民生委員数（平成23年3月31日現在） 

県   市 民生委員数 
うち、主任 

児童委員数 

県 

徳 島 県 １，９９８ １８１ 

香 川 県 １，３３３ １４７ 

愛 媛 県 ２，６４３ ２９６ 

高 知 県 １，６９３ １１７ 

中 

核 

市 

高 松 市 ８３９ ８２ 

松 山 市 ９７５ ８５ 

高 知 市 ７１９ ５４ 

計 １０，２００ ９６２ 

 

②業務実績 

平成２２年度における民生委員・児童委員の委嘱や解嘱等に関する業務の実績は、

次表のとおりです（一斉改選分を含む）。 

区    分 処 理 件 数 

民生委員・児童委員の委嘱 １０，３６０ 

民生委員・児童委員の解嘱    １７０ 

（うち主任児童委員の指名）   （９８１） 

厚生労働大臣表彰状の授与    ３４３ 

厚生労働大臣感謝状の授与  ２，２７７ 

計 １３，１５０ 
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（４）医療安全の普及・啓発について 

①業務概要 

医療機関等に対して、医療の安全に関する取り組みの普及及び啓発に関する業務

を所管しています。 

厚生労働省では平成１３年度より毎年１１月２５日を含む１週間を「医療安全週

間」と位置け医療安全対策の推進を図っています。 

四国厚生支局では、平成１４年度から医療安全対策に関する知識等の習得、討議

等を行うことにより、医療機関の管理者等の資質の向上を図り、もって医療の安全

性の向上を図ることを目的として「医療安全に関するワークショップ」を開催して

います。 

 

②業務実績 

平成２２年１２月７日（火）～１２月８日（水）までの２日間において、医療安

全管理者等の資質向上を図るため、初日は講義形式で行い二日目は受講生が積極的

に参加することができるグループワーク研修を中心として「医療安全に関するワー

クショップ」を開催しました。 

 

開 催 日: 平成２２年１２月７日（火）～１２月８日（水） 

場  所: サンポートホール高松第１小ホール 

参加者数: ２６４名 

 プ  ロ  グ  ラ  ム 担 当 講 師 

一

日

目 

「医療安全の基礎知識」 

 サブテーマ 

 「即、実行できる具体的エラー対策」 

自治医科大学医学部メディカル

シミュレーションセンター 

センター長   

医療安全学教授 河野 龍太郎 

「安全管理体制の構築」「医療安全について

の職員に対する研修の企画・運営」 

社団法人東京都看護協会  

会 長      嶋森 好子 

「事故発生時の対応」 独立行政法人国立病院機構 

熊本医療センター  

臨床研究部長   芳賀 克夫 

「安全文化の醸成」 

 サブテーマ 

 「医療事故・事件の概要と提言」 

医療の良心を守る市民の会 

代 表     永井 裕之 

二

日

目 

「医療安全に資する情報収集と分析、対策立

案、フィードバック、評価」 

 

国立大学法人高知大学医学部 

附属病院 

専任リスクマネージャー 

               若狭 郁子 

グループワーク 

① 事例 1 転倒により急性硬膜下血腫となっ   

た事例 

② 事例 2  経鼻胃管が誤挿入され、経管栄養 

剤の誤注入により重症肺炎となっ 

た事例 

国立大学法人高知大学医学部 

附属病院 

専任リスクマネージャー 

               若狭 郁子

（補助講師） 

徳島大学病院   鈴木 察子 
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 プ  ロ  グ  ラ  ム 担 当 講 師 

東徳島医療センター 

 高市 美幸 

高松医療センター  松下 愛子 

善通寺病院    杉尾 見如 

香川県立中央病院 高島真寿美 

香川労災病院   平井 有美 

愛媛大学医学部附属病院 

    園部 貴美 

四国がんセンター 宮内 一恵 

高知病院     森山 万智 

 

 

（５）医療観察法による移送について 

①業務概要 

心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者に対し、継続的かつ適切な医療並び

にその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その症状の改善及び

これに伴う同様の行為の再発の防止を図り、その社会復帰を促進することを目的と

して、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律」が平成１７年７月に施行されました。 

この法律は、心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者であって、不起訴処分

又は無罪等の裁判が確定したものに対して、①適切な鑑定や専門家・関係者の意見

を踏まえた裁判所における最も適切な処遇の決定、②国公立の指定入院医療機関に

おける、症状に応じた適切な入院処遇の実施、③指定通院医療機関における退院後

の医療の継続及び保護観察所と都道府県等の連携による実施計画に基づく観察・指

導等の実施､④被害者等による裁判所の手続の傍聴及び審判結果の通知などを行う

こととされています。 

このうち地方厚生局の業務は①精神保健判定医及び精神保健参与員に関すること、

②指定医療機関の指定及び指導等に関すること、③指定入院医療機関又は指定通院

医療機関の選定に関すること、④地方裁判所の入所決定に基づく決定の執行及び入

院決定又は通院決定を受けたものに対する医療に関することを所掌しており、四国

管内は中国四国厚生局が管轄しております。 

なお、四国厚生支局においては、四国管内における対象者の移送業務についての

み中国四国厚生局健康福祉部医事課併任としてその業務に携わっています。 

 

②業務実績 

平成２２年度の四国管内における処遇決定状況 

内  訳 件 数 

入院決定（移送） ９ 

通 院 決 定 ６ 

不   処   遇 ４ 

計 １９ 
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（６）医師確保関係について 

①業務概要 

医師の確保に関すること及び地域医療の確保・推進に関する業務として、平成１

８年度に設立した医療制度改革関連法に基づき、地域や診療科による医師不足問題

への対応や、医療計画・健康増進計画等の見直し等に関して、管内県等に対する意

見交換や各種の情報提供等を行っています。 

 

②業務実績 

（ア）各県の臨床研修病院の医師確保対策の状況を把握する目的で、平成２２年６

月１２日 中国四国厚生局主催の「平成２２年度中国四国地区医師臨床研修病

院合同説明会」に参加しました。 

 

（イ）各県が医師確保の目標を設定し、必要な医師を確保できるよう、地域におけ

る医師必要数の実態を把握する目的で、平成２２年７月 厚生労働省医政局指

導課が実施した「必要医師数実態調査」について、四国各県の状況を取り纏め

報告しました。 

 

（ウ）「必要医師数実態調査」の結果を踏まえ、各県が設置する「地域医療支援セ

ンター（仮称）」で実施予定の事業の説明を行う参考として、既存実施事業の

有無について、平成２２年９月 厚生労働省医政局指導課が実施した調査の四

国各県の状況を取り纏め報告しました。 

 

（エ）厚生労働省医政局指導課が行った「必要医師数実態調査」の結果等に関する

説明を行う目的で、平成２２年１０月１２日 四国厚生支局会議室にて中国・

四国９県を招集し説明会を実施しました。 
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５ 保険年金課 

 

（１）健康保険組合に係る認可及び指導監督について 

①業務概要 

健康保険組合は、健康保険法に基づき国の健康保険事業を代行する公法人です。 

四国厚生支局では、健康保険事業を運営している健康保険組合の指導監督及び健

康保険組合に対する規約変更の認可等を行っています。 

また、健康保険組合の設立・解散及び合併等の事務指導も行っており、昨年度に

昭和６２年度以来２２年ぶりに健康保険組合の設立が１件ありました。 

平成２２年度は解散及び合併が生じた健康保険組合はありませんでした。 

 

業務対象機関（平成２２年度末現在） 

健康保険組合   ２４組合 

 

②業務実績 

四国厚生支局管内の平成２２年度末における健康保険組合数は２４組合で、約

８．８万人が加入しています。 

平成２２年度は、全体の１／３に当たる８組合を対象に、医療費の適正化による

財政の健全化を図るなどの実地指導を行いました。 

 

申請書等の処理件数（平成２２年度）                （単位：件） 

区  分 
規約改正等の 

認可 
届出等の受理 

大臣への提出 

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

健康保険組合 １７ １０１ ３２５ ６５ 

 

 

（２）全国健康保険協会支部に係る認可及び指導監督について 

①業務概要 

中小企業等のサラリーマン等が加入する健康保険は、従来「政府管掌健康保険」

と称され、国が運営していましたが、平成２０年１０月１日に全国健康保険協会が

設立され都道府県ごとに４７の支部が設置されたことにより、四国厚生支局管内に

所在する４支部の指導監督及び滞納処分に係る認可を行うこととなりました。 

 

②業務実績 

全国健康保険協会支部が自ら滞納処分を行う場合は、滞納処分認可申請書を提出

して認可を受けなければなりませんが、平成２２年度は申請がありませんでした。 

また、実地指導については、「全国健康保険協会支部の実地監査について」（平

成２２年１月７日付保保発第０１０７第１号厚生労働省保険局保険課長）通知に基

づき、平成２２年度は、１支部について保険者機能の強化を図るなどの実施指導を

行いました。 
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（３）厚生年金基金に係る認可及び指導監督について 

①業務概要 

厚生年金基金制度は、厚生年金の一部を国に代わって支給(代行部分)するととも

に、厚生年金基金ごとに定められた独自の上乗せ給付（プラスアルファ部分）を行

う年金制度で、昭和４１年１０月に施行しました。 

また、厚生年金基金は、厚生年金保険法に基づき厚生労働大臣の認可を受け、特

別の公法人として制度の運営・管理を行っています。 

四国厚生支局では、厚生年金基金に対する指導監督及び認可等を行っています。 

 

業務対象機関（平成２２年度末現在） 

厚生年金基金   １９基金 

 

②業務実績 

四国厚生支局管内の平成２２年度末における厚生年金基金数は１９基金で、約

７．２万人が加入しています。 

平成２２年度は、全体の１／３に相当する６基金を対象に財政運営の適正を図る

などの指導を行いました。 

 

申請書等の処理件数（平成２２年度）                （単位：件） 

区  分 
規約改正等の 

認可 
届出等の受理 

大臣への提出 

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

厚生年金基金 ２４ ８４ １７７ １４９ 

 

 

（４）確定拠出年金、確定給付企業年金に係る承認及び指導監督について 

①業務概要 

確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己責任において運用

の指図を行い、高齢期において、その結果に基づいた給付を受けることができるよ

うにするための制度であり、平成１３年１０月に施行されました。 

また、確定給付企業年金は、平成１４年４月から導入された制度で、労使合意の

年金規約に基づき、事業所と信託会社・生保会社等が契約を結び、母体企業の外で

年金資産を管理・運用し年金給付を行う「規約型」と母体企業とは別の法人格をも

った基金を設立したうえで、基金において年金資産を管理・運用し年金給付を行う

「基金型」があります。 

四国厚生支局では、確定拠出年金（事業主に係るものに限る）、確定給付企業年

金に係る承認等及び指導監督を行っています。 

 

業務対象機関（平成２２年度末現在） 

確定拠出年金（企業型）               ７６事業所 

確定給付企業年金（基金型を含む。）        ２５０事業所等 
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②業務実績 

四国厚生支局管内の平成２２年度末現在における確定拠出年金承認規約数は７６

規約で平成２２年度中の新規承認規約数は１０規約です。また、確定給付企業年金

（基金型を含む。）承認規約数は２５０規約で平成２２年度中の新規承認規約数は

９６規約です。 

平成２２年度では確定給付企業年金（基金型を含む。）の監査を、書面監査３

件、実地監査１件を行いました。 

 

 申請書等の処理件数（平成２２年度）                （単位：件）  

区  分 

規約（改正を

含む。）の承

認 

届出等の受理 
大臣への提出

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

確定拠出年金 ３４ ７４   

確定給付年金 ５５ ２４ ３１２ ５５ 

 

 

（５）国民年金基金に係る認可及び指導監督について 

①業務概要 

国民年金基金は、国民年金法に基づき厚生労働大臣の認可を受け都道府県ごと

（地域型）や業種別（職能型）に設立された公法人で、自営業者等の方々に老齢基

礎年金に上乗せする給付を支給する制度として、平成３年５月に発足しました。 

四国厚生支局では、国民年金基金に対する指導監督及び認可等を行っています。 

 

業務対象機関（平成２２年度末現在） 

国民年金基金    ４基金 

 

②業務実績 

四国厚生支局管内の平成２２年度末現在における国民年金基金数は４基金で、約

１．５万人が加入しています。平成２２年度は、国民年金基金の自立の推進を図る

観点から、加入員確保事業の推進に重点を置き、１基金に対し指導を行いました。 

 

申請書等の処理件数（平成２２年度）               （単位：件） 

区  分 
規約改正等の 

認可 
届出等の受理 

大臣への提出 

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

国民年金基金 ０ ９ ２５ ２ 
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６ 管理課 

 

（１）事務所が作成する業務の実施に関する計画の調整、進捗管理及び分析等について 

 

①業務概要 

保険医療機関、保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）及び保険医、保険

薬剤師（以下、「保険医等」という。）の指導監査業務を所掌する四国厚生支局管

内の各県事務所（指導監査課を含む。）が作成する次年度の指導計画について、

「指導大綱」に基づく計画となるよう医療課と協力して調整を行っています。 

また、各県事務所を集めた会議を設ける等により、必要な情報の提供や実施状況

の把握を行っています。 

 

②業務実績 

平成２２年度の保険医療機関等及び保険医等の指導業務の進捗状況の管理につい

ては、四県で統一的な指導計画が作成できるよう調整を行い、各県事務所（指導監

査課を含む。）より、毎月進捗状況の報告を受け、指導監査業務の指導計画に係る

実施状況の把握・分析管理を行いました。 

 

（２）保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師及び指定訪問看護事業者その他の 

医療保険事業の療養担当者に係る情報の管理について 

 

①業務概要 

保険医療機関等の情報開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法

律第４条第１項の規定に基づく、行政文書開示請求が申請された場合には、総務課

と協力し、行政文書の写しの交付(開示)を行っています。(手数料が必要です。) 

また、四国厚生支局のホームページに上記内容からピックアップし、医療指導部

門にかかる各種情報を公開しています。 

 

②業務実績 

医療指導部門に係る開示請求書件数   １７５件 

    ※ホームページ情報については毎月更新して情報公開しています。 

 

 

（３）２以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する 

医療法人の監督について 

 

①業務内容 

医療法人は医療法に基づく法人であり、設立認可事務は各都道府県知事が行って

います。 

ただし、２以上の都道府県において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設し

ようとする場合には厚生労働大臣の認可が必要です。 

四国厚生支局では、管内の１７法人に対し、医療法に基づき、定款等の変更等の

許認可や決算届等の受理を行い、必要に応じ指導等を行っています。 
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②業務実績 

定款変更認可   ９件 

各種届出受理  ３９件 

事業状況報告書等の閲覧  ２０件 

 

 

（４）社会保険診療報酬支払基金支部の監督について 

①業務概要 

四国厚生支局管内の社会保険診療報酬支払基金支部に対して、業務の適正かつ効

率的な運営を確保することを目的として検査を実施します。 

実施時期については、｢行政改革に関する第５次答申」（昭和５８年３月１４日

臨時行政調査会）の中で、民間法人化された法人に対する政府の関与は最小限のも

のとすべきであるとされていることを踏まえ、公益法人の立入検査の実施状況を参

考に、平成２０年１０月１日から、尐なくとも３年に１回実施します。 

なお、支部の業務において重大な事故が発生した場合等は、必要に応じて実施し

ます。 

 

②業務実績 

    検査実施状況  ２支部 

 

（５）国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の技術的助言・指導監督 

について 

①業務概要 

都道府県知事が行う国民健康保険事業の助言・指導監督については関係法令及び

通知に基づき行われています。 

四国厚生支局管内における保険者及び国民健康保険団体連合会の助言・指導監督

については、保険料（税）収納率の向上、累積赤字の額の計画的な早期解消、診療

報酬明細書の点検調査等の充実強化、保健事業の推進を重点事項とし、国民健康保

険事業の適正かつ安定的運営の確保を図り、保険財政の健全化、医療費の適正化及

び効果的な保健事業の推進に努めるよう助言指導を行っています。 

 

②業務実績 

助言指導 
内   訳 

県 市町村 国保組合 国保連合会 

１０ ４ ４ ０ ２ 
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（６）後期高齢者医療制度に係る技術的助言・指導監督について 

①業務概要 

高齢者の医療の確保に関する法律及び関係法令の規定に基づき、地方厚生（支）

局及び都道府県は、後期高齢者医療広域連合及び市町村並びに国民健康保険団体連

合会に対し報告の徴収、技術的助言等を行うこととされています。 

四国厚生支局では、後期高齢者医療制度の適正かつ安定的な運営に資することを

目的として、都道府県、後期高齢者医療広域連合及び市町村並びに国民健康保険団

体連合会における後期高齢者医療制度の事務の実施状況を関係法令等に照らして検

討し、後期高齢者医療制度の事務の適正かつ効果的運営の促進について必要な助言

指導を行うこととしています。 

 

②業務実績 

助言指導 
内   訳 

県 市町村 広域連合 国保連合会 

１４ ４ ４ ４ ２ 
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７ 医療課 

 

（１）保険医療機関等及び保険医等に対する指導監督について 

①業務概要 

四国厚生支局管内においては、平成２３年３月３１日現在、病院は４９０施設

（内、歯科併設６２施設）、医科診療所は２，９７４施設、歯科診療所は１，９８

３施設（内、医科併設１９施設）、薬局は１，６７３施設が保険医療機関等の指定

を受け、２４９施設が指定訪問看護事業者の指定を受けています。また、医師は１

２，８９２人、歯科医師は３，３３８人、薬剤師は８，５６４人が保険医等の登録

を受け、柔道整復師は９８８人が受領委任に係る業務の契約等に基づく登録を受け

ています。 

これら保険医療機関等及び保険医等に対する指導監査業務については、指導監査

課と徳島県、愛媛県及び高知県に所在する県事務所が担当しています。なお、特殊

な事案については、県事務所等において単独で実施することが困難であることから、

当課と共同して指導監査業務を実施しています。 

また、大学附属病院や指導を行っても改善が見られない保険医療機関等に対して

は、厚生労働省、四国厚生支局及び県が共同して行う特定共同指導や共同指導を実

施しています。 

さらに、業務が円滑に実施できるよう、県事務所等に対し、普段から業務指導や

連絡調整等を行っています。 

 

②業務実績（平成２２年４月～平成２３年３月） 

   ・ 特定共同指導………２施設 

   ・ 共同指導……………４施設 

 

（２）特定機能病院に対する立入検査業務について 

①業務概要 

特定機能病院に対する立入検査業務は、医療法第２５条第３項の規定に基づき、

特定機能病院が法令に規定された人員及び構造・設備を有し、かつ、適正な管理を

行っているかを検査し、良質で適正な医療が国民に提供されることを目的としてお

ります。 

なお、立入検査業務は、平成２２年１月に中国四国厚生局から四国厚生支局へ業

務が移管されています。 

 

②業務実績（平成２２年４月～平成２３年３月） 

    ４施設 

     

（３）国の開設する病院等の開設承認等について 

①業務概要 

国が開設する病院、診療所及び助産所を開設しようとする場合や変更する場合に

は、医療法に規定する医療従事者の人員配置や建物設備等の構造設備の基準を満た

しているか、厚生労働大臣の承認を受けることとされています。 

なお、開設承認等業務は、前記（２）と同様、平成２２年１月に中国四国厚生局

から四国厚生支局へ業務が移管されています。 
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②業務実績（平成２２年４月～平成２３年３月受付件数） 

   ・ 開設許可及び承認事項の変更等………１８件 

   ・ 構造設備の使用許可……………………５６件 

   ・ 通知の受理………………………………４７件 
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８ 指導監査課 

 

（１）保険医療機関・保険薬局等及び保険医・保険薬剤師等に対する指導・監査等

について 

①業務概要 

ア 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定に基づき、保険診療の質的向上及び適正化を目的とし、保険

医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康

保険の診療又は調剤に関する指導及び調査を行います。 

イ 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他

の従業者に対し指定訪問看護に関する指導及び調査を行います。 

ウ 受領委任に係る登録等を受けた柔道整復師に対し、その保険施術が通知

や受領委任規程等に従い適正に実施されるよう指導及び調査を行います。 

 

なお、監査の結果に基づき、必要に応じて保険医療機関・保険薬局、指定

訪問看護事業者等の指定の取消、保険医等の登録取消及び柔道整復師の施術

に係る療養費の受領委任の取扱いの中止などの行政上の措置を行います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指導状況  

 新規個別指導 集団指導 集団的個別指導 個別指導 監    査 

医科・病院 １ １ ２ ３ ０ 

医科・診療所 １０ １０ ４９ １７ ０ 

歯 科 １３ １３ ２９ １６ ０ 

薬 局 １８ １６ ３６ １７ ０ 

 

イ 指定訪問看護事業者の指導状況 

 集団指導 個別指導 監   査  

件    数 ０ ０ ０ 

 

ウ 柔道整復師の指導状況 

 集団指導 個別指導 監    査  

件    数 ３１ ４ ０ 

 

エ 行政上の措置の状況(取消・中止) 

 取消(中止) 戒     告 注    意 取消(中止)相当  

機関 保険医等 機関 保険医等

医等 

機関 保険医等 機関 保険医等 

医     科 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ 
歯     科 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

薬     局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

指定訪問看護事業者

等 

０  ０  ０  ０  

柔 道 整 復 師  ０      ０ 
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（２）保険医療機関等における施設基準等の調査について 

①業務概要 

厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法において、保険医療機関等は一

定の医療従事者数・設備等の基準を満たすことを要件として所定の診療報酬

を算定できます。 

この施設基準等の届出の受理、審査及び届出後の調査等を行います。 

 

②業務実績(適時調査(単独実施)) 

 医科・病院 医科・診療所 歯   科 薬    局  

件   数 １９ ２１ ０ ０ 
 

 

（３）保険医療機関等の指定及び保険医等の登録について 

①業務概要 

健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業者

の指定を行います。 

また、保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師又は保険薬

局において健康保険の調剤に従事する薬剤師の保険医及び保険薬剤師の登録

を行うと共に、柔道整復師の受領委任に係る業務の契約等に基づく登録を行

います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指定状況 

 医  科 歯  科 薬  局 

指定 廃止等 
22年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

22年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

22年度末 

現 在 

件数 ２２４ ２１７ ７９５ １４７ １４１ ４９６ １３０ １２１ ４６５ 
   注）指定欄は新規、更新の、廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。 

 

イ 指定訪問看護事業者の指定状況 

 指  定 廃  止 辞  退 取  消 22年度末現在  

件   数 ２ ０ ０ ０       ３８ 
 

ウ 保険医等の登録状況 

 
新規登録 抹 消 等 

異    動 
22年度末現在 

転 入 転 出 

医 師 ６５ １０ １３１ １５７ ３，１１５ 
歯科医師  ５ ３ ２５ １０ ８０５ 

薬 剤 師 ４５ ７ ５８ ５７ ２,２５５ 

   注）抹消等欄は抹消、死亡、取消の合計件数です。 

 

エ 柔道整復師(施術所)の届出・申出状況 

 届出・申出 廃 止 22年度末現在  

件   数 ５３ ２９ ３５３ 
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（４）四国地方社会保険医療協議会香川部会の運営について 

①業務概要 

四国地方社会保険医療協議会議事規則により、保険医療機関又は保険薬局

の指定について審議するための四国地方社会保険医療協議会香川部会の庶務

を行っています。 

 

②業務実績 

四国地方社会保険医療協議会香川部会の開催状況 １２回 

 

 

※実績は平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの分です。 
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９ 徳島事務所 

 

（１）保険医療機関・保険薬局等及び保険医・保険薬剤師等に対する指導・監査等

について 

①業務概要 

ア 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定に基づき、保険診療の質的向上及び適正化を目的とし、保険

医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康

保険の診療又は調剤に関する指導及び調査を行います。 

イ 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他

の従業者に対し指定訪問看護に関する指導及び調査を行います。 

ウ 受領委任に係る登録等を受けた柔道整復師に対し、その保険施術が通知

や受領委任規程等に従い適正に実施されるよう指導及び調査を行います。 

 

なお、監査の結果に基づき、必要に応じて保険医療機関・保険薬局、指定

訪問看護事業者等の指定の取消、保険医等の登録取消及び柔道整復師の施術

に係る療養費の受領委任の取扱いの中止などの行政上の措置を行います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指導状況  

 新規個別指導 集団指導 集団的個別指導 個別指導 監    査 

医科・病院 ０ ０ ６ ３ ０ 
医科・診療所 １２ １２ ４７ ２１ １ 

歯 科 ５ ６ ３６ １８ ０ 

薬 局 ２３ ２３ ２５ １３ ０ 

 

イ 指定訪問看護事業者の指導状況 

 集団指導 個別指導 監   査  

件    数 ０ ０ ０ 
 

ウ 柔道整復師の指導状況 

 集団指導 個別指導 監    査  

件    数 ５７ ３ １ 
 

エ 行政上の措置の状況(取消・中止) 

 取消(中止) 戒     告 注    意 取消(中止)相当  

機関 保険医等 機関 保険医等

医等 

機関 保険医等 機関 保険医等 

医     科 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
歯     科    ０   ０    ０   ０    ０    ０ ０   ０ 

薬     局    ０    ０    ０    ０    ０ ０ ０ ０ 

指定訪問看護事業者

等 

   ０     ０     ０     ０  

柔 道 整 復 師     ０         １ 
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（２）保険医療機関等における施設基準等の調査について 

①業務概要 

厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法において、保険医療機関等は一

定の医療従事者数・設備等の基準を満たすことを要件として所定の診療報酬

を算定できます。 

この施設基準等の届出の受理、審査及び届出後の調査等を行います。 

 

②業務実績(適時調査(単独実施)) 

 医科・病院 医科・診療所 歯   科 薬    局  

件   数 ２７ ２９ ０ ０ 
 

 

（３）保険医療機関等の指定及び保険医等の登録について 

①業務概要 

健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業者

の指定を行います。 

また、保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師又は保険薬

局において健康保険の調剤に従事する薬剤師の保険医及び保険薬剤師の登録

を行うと共に、柔道整復師の受領委任に係る業務の契約等に基づく登録を行

います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指定状況 

 医  科 歯  科 薬  局  

指定 廃止等 
22年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

22年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

22年度末 

現 在 

件数 ２５８ ２６５ ７９８ １３６ １３２ ４５３ ９４ ８１ ３５３ 
   注）指定欄は新規、更新の、廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。 

 

イ 指定訪問看護事業者の指定状況 

 指  定 廃  止 辞  退 取  消 22年度末現在  

件   数 ４ ５ ０ ０       ６８ 
 

ウ 保険医等の登録状況 

 
新規登録 抹 消 等 

異    動 
22年度末現在 

転 入 転 出 

医 師 ４９ ７ １１９ １０５ ２，９８１ 
歯科医師  ３３ ３ ３２ ５６ ９４５ 

薬 剤 師 ５２ ０ ４２ ４８ ２，０３２ 

   注）抹消等欄は抹消、死亡、取消の合計件数です。 

 

エ 柔道整復師(施術所)の届出・申出状況 

 届出・申出 廃 止 22年度末現在  

件   数 ３５ ２８ ２２１ 
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（４）四国地方社会保険医療協議会徳島部会の運営について 

①業務概要 

四国地方社会保険医療協議会議事規則により、保険医療機関又は保険薬局

の指定について審議するための四国地方社会保険医療協議会徳島部会の庶務

を行っています。 

 

②業務実績 

四国地方社会保険医療協議会徳島部会の開催状況 １２回 

 

 

※実績は平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの分です。 
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１０ 愛媛事務所 

 

（１）保険医療機関・保険薬局等及び保険医・保険薬剤師等に対する指導・監査等

について 

①業務概要 

ア 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定に基づき、保険診療の質的向上及び適正化を目的とし、保険

医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康

保険の診療又は調剤に関する指導及び調査を行います。 

イ 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他

の従業者に対し指定訪問看護に関する指導及び調査を行います。 

ウ 受領委任に係る登録等を受けた柔道整復師に対し、その保険施術が通知

や受領委任規程等に従い適正に実施されるよう指導及び調査を行います。 

 

なお、監査の結果に基づき、必要に応じて保険医療機関・保険薬局、指定

訪問看護事業者等の指定の取消、保険医等の登録取消及び柔道整復師の施術

に係る療養費の受領委任の取扱いの中止などの行政上の措置を行います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指導状況  

 新規個別指導 集団指導 集団的個別指導 個別指導 監    査 

医科・病院 １ １ ７ ４ ０ 
医科・診療所 ４２ ２４ ４７ ４３ ２ 

歯 科 １５ １４ ５７ ２９ ２ 

薬 局 ２５ ２６ ３８ １９ ０ 

 

イ 指定訪問看護事業者の指導状況 

 集団指導 個別指導 監   査  

件    数 ０ ０ ０ 
 

ウ 柔道整復師の指導状況 

 集団指導 個別指導 監    査  

件    数 ２２ ４ １ 
 

エ 行政上の措置の状況(取消・中止) 

 取消(中止) 戒     告 注    意 取消(中止)相当  

機関 保険医等 機関 保険医等 機関 保険医等 機関 保険医等 

医     科 ０ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ 
歯     科    １   １    ０    ０    ０    ０   ０   ０ 

薬     局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

指定訪問看護事業者

等 

０  ０  ０  ０  

柔 道 整 復 師  ０      ０ 
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（２）保険医療機関等における施設基準等の調査について 

①業務概要 

厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法において、保険医療機関等は一

定の医療従事者数・設備等の基準を満たすことを要件として所定の診療報酬

を算定できます。 

この施設基準等の届出の受理、審査及び届出後の調査等を行います。 

 

②業務実績(適時調査(単独実施)) 

 医科・病院 医科・診療所 歯   科 薬    局  

件   数 ２８ ４８ ０ ０ 
 

 

（３）保険医療機関等の指定及び保険医等の登録について 

①業務概要 

健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業者

の指定を行います。 

また、保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師又は保険薬

局において健康保険の調剤に従事する薬剤師の保険医及び保険薬剤師の登録

を行うと共に、柔道整復師の受領委任に係る業務の契約等に基づく登録を行

います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指定状況 

 医  科 歯  科 薬  局 

指定 廃止等 
22年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

22年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

22年度末 

現 在 

件数 ３９４ ３８９ １，２３７ ２３０ ２３３ ７２２ １１５ １０４ ４９１ 

   注）指定欄は新規、更新の、廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。 

 

イ 指定訪問看護事業者の指定状況 

 指  定 廃  止 辞  退 取  消 22年度末現在  

件   数 ６ ２ ０ ０       ９３ 
 

ウ 保険医等の登録状況 

 
新規登録 抹 消 等 

異    動 
22年度末現在 

転 入 転 出 

医 師 ５５ ９ １４９ １６７ ４，２９１ 
歯科医師  ４ １１ ２８ １８ １，０３５ 

薬 剤 師 ５１ ３ ５５ ３８ ２，３９７ 

   注）抹消等欄は抹消、死亡、取消の合計件数です。 

 

エ 柔道整復師(施術所)の届出・申出状況 

 届出・申出 廃 止 22年度末現在  

件   数 ２３ １０ ２０７ 
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（４）四国地方社会保険医療協議会愛媛部会の運営について 

①業務概要 

四国地方社会保険医療協議会議事規則により、保険医療機関又は保険薬局

の指定について審議するための四国地方社会保険医療協議会愛媛部会の庶務

を行っています。 

 

②業務実績 

四国地方社会保険医療協議会愛媛部会の開催状況 １２回 

 

 

※実績は平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの分です。 
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１１ 高知事務所 

 

（１）保険医療機関・保険薬局等及び保険医・保険薬剤師等に対する指導・監査等

について 

①業務概要 

ア 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定に基づき、保険診療の質的向上及び適正化を目的とし、保険

医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康

保険の診療又は調剤に関する指導及び調査を行います。 

イ 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他

の従業者に対し指定訪問看護に関する指導及び調査を行います。 

ウ 受領委任に係る登録等を受けた柔道整復師に対し、その保険施術が通知

や受領委任規程等に従い適正に実施されるよう指導及び調査を行います。 

 

なお、監査の結果に基づき、必要に応じて保険医療機関・保険薬局、指定

訪問看護事業者等の指定の取消、保険医等の登録取消及び柔道整復師の施術

に係る療養費の受領委任の取扱いの中止などの行政上の措置を行います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指導状況  

 新規個別指導 集団指導 集団的個別指導 個別指導 監    査 

医科・病院 ０ ０ ５ ６ ０ 
医科・診療所 ７ ７ ２０ １９ ２ 

歯 科 ７ ７ ３０ １５ １ 

薬 局 １１ １１ ２６ １４ ０ 

 

イ 指定訪問看護事業者の指導状況 

 集団指導 個別指導 監   査  

件    数 ０ ０ ０ 
 

ウ 柔道整復師の指導状況 

 集団指導 個別指導 監    査  

件    数 １９０ ０ １ 
 

エ 行政上の措置の状況(取消・中止) 

 取消(中止) 戒     告 注    意 取消(中止)相当  

機関 保険医等 機関 保険医等 機関 保険医等 機関 保険医等 

医     科 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
歯     科    ０   ０    ０    ０    ０    ０ ０ ０ 

薬     局    ０    ０    ０    ０    ０    ０ ０ ０ 

指定訪問看護事業者

等 

   ０    ０     ０  ０  

柔 道 整 復 師     ０      １ 
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（２）保険医療機関等における施設基準等の調査について 

①業務概要 

厚生労働大臣が定めた診療報酬の算定方法において、保険医療機関等は一

定の医療従事者数・設備等の基準を満たすことを要件として所定の診療報酬

を算定できます。 

この施設基準等の届出の受理、審査及び届出後の調査等を行います。 

 

②業務実績(適時調査(単独実施)) 

 医科・病院 医科・診療所 歯   科 薬    局  

件   数 ３０ ２１ ０ ０ 
 

 

（３）保険医療機関等の指定及び保険医等の登録について 

①業務概要 

健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業者

の指定を行います。 

また、保険医療機関等において健康保険の診療に従事する医師又は保険薬

局において健康保険の調剤に従事する薬剤師の保険医及び保険薬剤師の登録

を行うと共に、柔道整復師の受領委任に係る業務の契約等に基づく登録を行

います。 

 

②業務実績 

ア 保険医療機関等の指定状況 

 医  科 歯  科 薬  局  

指定 廃止等 
22年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

22年度末 

現 在 
指 定 廃止等 

22年度末 

現 在 

件数 １８２ １７６ ６３４ １１２ １０５ ３７４ ９３ ８１ ３６４ 
   注）指定欄は新規、更新の、廃止等欄は廃止、辞退、取消の合計件数です。 

 

イ 指定訪問看護事業者の指定状況 

 指  定 廃  止 辞  退 取  消 22年度末現在  

件   数 １ １ ０ ０       ５０ 
 

ウ 保険医等の登録状況 

 
新規登録 抹 消 等 

異    動 
22年度末現在 

転 入 転 出 

医 師 ４１ ２３ １１１ １３１ ２，５０５ 
歯科医師  ６ ７ １０ ９ ５５３ 

薬 剤 師 ３１ ４ ４３ ３６ １，８８０ 

   注）抹消等欄は抹消、死亡、取消の合計件数です。 

 

エ 柔道整復師(施術所)の届出・申出状況 

 届出・申出 廃 止 22年度末現在  

件   数 １８ １１ ２０７ 
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（４）四国地方社会保険医療協議会高知部会の運営について 

①業務概要 

四国地方社会保険医療協議会議事規則により、保険医療機関又は保険薬局

の指定について審議するための四国地方社会保険医療協議会高知部会の庶務

を行っています。 

 

②業務実績 

四国地方社会保険医療協議会高知部会の開催状況 １２回 

  

 

※実績は平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの分です。 
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１２ 麻薬取締部 

 

（１）薬物事犯の取締について 

  ①業務概要 

ア 薬物事犯の取締 

麻薬取締部は、行政事務のほかに薬物犯罪に関する司法権を付与された麻薬

取締官によって構成されている部署です。 

麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）第５４

条の規定に基づき、厚生労働大臣の指揮監督を受け、刑事訴訟法の規定による

司法警察員として次の法律で規定される薬物犯罪の取締りを行っています。 

 

［薬物関連五法］ 

・麻薬及び向精神薬取締法 ヘロイン、コカイン、ＭＤＭＡ、ＬＳＤ等 

・大麻取締法 大麻草、乾燥大麻、大麻樹脂、液体大麻等 

・あへん法 あへん、けし、けしがら等 

・覚せい剤取締法 覚せい剤（シャブ、スピード、ヤーバ）等 

・麻薬特例法 薬物犯罪収益の隠匿・収受の処罰、薬物犯罪収

益の没収等 

及び 

［刑法］ 

・第２編第１４章あへん煙に関する罪 

 

イ 各取締機関との連携 

・麻薬取締協議会 

昭和３５年から、関係機関の担当者が出席して、毎年、「四国地区麻薬取締

協議会」を開催しており、平成２２年度は６月１０日に徳島市において、厚生

労働省、法務省、警察庁、財務省、海上保安庁、高松高等検察庁、各地方検察

庁、四国管区警察局、各県警察本部、海上保安部、税関等２８機関４８名が出

席し、各機関の取締りの実情等について情報交換を行い、薬物犯罪の手口、裁

判例の分析及び捜査上の留意点について検討し、関係機関相互の連携を図りま

した。 

・合同捜査 

薬物事件の性質、内容によっては、適宜、関係機関（警察、海上保安本部、

税関）との合同捜査を実施しており、平成２３年１月及び２月に、香川県警察

本部刑事部と合同捜査を実施し、覚せい剤取締法違反（所持、使用）で２名を

検挙しました。 

 

  ②業務実績（平成２２年１～１２月） 

薬物事犯の取締件数等 

                検挙件数    検挙人員 

覚せい剤取締法          ２０件     １７名 

大麻取締法             ７件      ６名   

  計              ２７件     ２３名 

（押収物） 
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覚せい剤（粉末）3.026ｇ 

乾燥大麻       75.964ｇ 

大麻草     65株 

 

 

（２）鑑定について 

  ①業務概要 

薬物犯罪の捜査において、当該犯罪を立証するため、麻薬取締部の鑑定官が最新

の分析機器を駆使して、押収された証拠品等の鑑定を実施しており、この鑑定は科

学捜査の中核となる重要な業務です。 

鑑定の主な業務としては、 

ア 押収した薬物に係る鑑定（定性分析、定量分析） 

イ 尿、汗、毛髪から規制薬物及びその代謝物に係る鑑定 

ウ 注射器やパイプ、秤量器具等の関係押収品の付着物に係る鑑定 

エ 迅速かつ信頼性の高い鑑定手法の開発、新たな規制薬物に係る分析法の研

究 

です。押収した証拠品を鑑定した結果を記載した鑑定書は、裁判において科学的に

証明された重要な証拠として採用されます。 

 

  ②業務実績（平成２２年１～１２月） 

鑑定官が受理した鑑定嘱託件数は、２７３件（検体数：３８６検体）です。 

また、平成２２年度においては、全国の麻薬取締部鑑定部門において各管轄地に

て不正に流通する大麻の特有成分に係る含量調査を一斉に実施し、その結果につい

ては学会で発表しました。 

 

 

（３）正規麻薬等の指導・監督について 

  ①業務概要 

ア 許認可 

麻薬、向精神薬等は、中枢神経系に作用して精神機能に影響を及ぼす物質で

あり、その使用方法を誤ると危険な薬物ですが、その中には、すぐれた鎮痛、

鎮静効果等を有し医薬品として医療分野に不可欠なものもあります。 

そこで、これら薬物の使用及び流通を正当な目的（医療又は学術研究）に関

するもののみに限定し、その取扱者を免許、許可、届出制とし、適正な取扱い

を行うべく不正ルートへの横流し等を無くし国民の健康被害を未然に防止して

います。 

これら免許等申請にかかる書類審査や現場確認等の業務を行っており、ま

た、特定の麻薬等原料物質については、外国において麻薬等密造の原料に用い

られていることから、これらの原料を日本から輸出するにあたっては、輸入国

政府宛の事前通報や外国政府からの事前通報に対する回答事務も行い、正規の

取引であることを確認しています。 

    

イ 立入検査 

麻薬、向精神薬等を正規に取り扱う業者、医療機関等に対する指導・監督に
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ついては、その業務所等への立入検査を実施することが最も効果的であるた

め、従来から各県の麻薬取締員や保健所職員と協力して立入検査を行い、麻薬

等取扱業者等に対する行政指導を行っています。 

 

  ②業務実績（平成２２年度中） 

ア 許認可件数 

    ・ 麻薬関係          １４９件 

    ・ 向精神薬関係          ６件 

・ 麻薬向精神薬原料関係      ８件 

・ あへん関係           １件 

・ 覚せい剤関係          ４件 

  計           １６８件 

 

イ 立入検査 

・ 麻薬関係              

   麻薬卸売業者         ４件 

   麻薬小売業者        ２９件 

   病院・診療所        ５３件 

   飼育動物診療施設       ２件 

   麻薬研究者         １１件  

計           ９９件 

 

・ 向精神薬関係             

   免許みなし一般販売業者    ４件 

   免許みなし薬局       ２９件 

   病院・診療所        ５３件 

   飼育動物診療施設       ２件  

計           ８８件 

 

・ 覚せい剤関係             

   覚せい剤原料取扱者      ４件 

   薬    局        ２９件 

   病院・一般診療所      ５３件 

   飼育動物診療施設       ２件 

覚せい剤研究者        １件  

計           ８９件 

 

 

（４）薬物中毒者対策について 

  ①業務概要 

薬物中毒者に対して各県の麻薬取締員等と協力し、再び薬物中毒や乱用に陥らな

いよう相談に応じるとともに必要な指導を行っています。 

また、薬物依存・中毒者の治療、社会復帰支援に携わる関係機関（医療機関、取

締機関、行政機関等）の専門家による相談事例等の情報・意見交換を通じて、相談
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業務の充実、地域における関係機関の連携強化を図っています。 

平成２２年度は、９月２７日に、「中国四国地区薬物中毒対策連絡会議」を岡山

市で開催し、精神保健指定医、保護観察官、警察官、保護司、保健所職員等が参加

し、情報・意見交換を行いました。この会議は、中国地区と四国地区と毎年交互に

開催しています。 

さらに、「麻薬・覚せい剤相談電話」（ＴＥＬ０８７－８２３－８８００）を設

置し、麻薬の等乱用者の家族などからの相談に応じています。 

 

 

（５）薬物乱用防止啓発活動について 

  ①業務概要 

ア 薬物乱用防止教室等への講師派遣 

薬物乱用を阻止するためには新たな乱用者を生まない社会環境を構築する必

要があり、そのために薬物に手を出す前の青尐年に対する啓発指導として学

校、ＰＴＡ、各種団体等が主催する薬物乱用防止教室等に講師として職員を派

遣しています。 

平成２２年度においては、四国管内の小学校１校（対象者数合計：約１００

名）、中学校５校（約１、０２０名）、高等学校１校（約４５０名）、大学校

４校（約４５０名）、医師会１件（約６０名）、保健所等５件（約２４０名）

から依頼を受け、職員を派遣しました。 

 

イ 「ダメ。ゼッタイ」普及運動 

２０１９年（平成３１年）までに薬物乱用を根絶することを目指すとした

「新国連薬物乱用根絶宣言」の支援事業の一環として、官民一体となり国内外

における薬物乱用防止に資するための活動を行っています。 

平成２２年度運動期間：６月２０日～７月１９日 

 

ウ 不正大麻・けし撲滅運動 

あへん法で「けし」、麻薬及び向精神薬取締法で「ハカマオニゲン」、大麻

取締法で「大麻」が規制されていますが、自生の大麻やけし等が薬物乱用者の

間で不正に流通し悪用されることのないようにするため、けしの開花時期や大

麻の成長期に合わせ５月１日～６月３０日の間不正大麻・けし撲滅運動を実施

し、ポスター、リーフレット等配付し、管内各県、保健所職員等と協力して不

正大麻・けしの発見・除去を行っています。 

 

エ 麻薬・覚せい剤乱用防止運動 

厚生労働省と各都道府県が共催して国民の薬物乱用防止に対する意識を深め

るため、地域団体を加え麻薬・覚せい剤乱用防止運動を行っています。 

平成２２年度においては、１１月１２日に島根県松江市において「麻薬・覚

せい剤乱用防止運動島根大会」を開催し、参加者一人ひとりに薬物乱用による

危害を認識させるともに、乱用防止に対して積極的な姿勢を喚起しました。こ

の大会は、中国地区と四国地区と毎年交互に実施しています。 

平成２２年度運動期間：１０月１日～１１月３０日 
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１３ 社会保険審査官 

 

（１）社会保険各法による保険者が行う処分決定に係る不服申立の審査請求決定事

務について 

 

①業務概要 

 

（ア）社会保険審査官は、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民年

金法等に基づく審査請求事件（不服申立）について、社会保険審査官及び

社会保険審査会法の規定に基づいて審査事務を取り扱っています。 

（イ）平成２２年１月から社会保険庁が廃止されたことにより、四国厚生支局の社

会保険審査官が四国四県を管轄しています。 

これに伴い、審査請求の対象となる決定を行う機関や、審査請求の窓口も変

更になっています。（全国健康保険協会、健康保険組合、厚生年金基金などが行った処

分については、変更ありません。） 

 

 処 分 者 審査請求先 審査請求の窓口 

社会保険庁廃止前 

(～平成 21年 12月) 

社会保険庁長官 

社会保険事務局長 

社会保険事務所長 

社会保険審査官 

(社会保険事務局に配置) 

社会保険事務局 

社会保険事務所 

社会保険庁廃止後 

(平成 22 年 1月～) 

厚生労働大臣 

日本年金機構理事長 

社会保険審査官 

(地方厚生(支)局に配置) 

地方厚生(支)局 

日本年金機構 

ブロック本部 

日本年金機構の 

年金事務所 

（注 本表は旧社会保険庁関連の処分について整理したものです。） 

 

②業務実績 

 

（ア）審査請求書の年度別受付状況 

年 度 別 ２０年度 ２１年度 ２２年度 

受付件数 １０２ １４９ １９６ 

 

（イ）平成２２年度の処理状況 

前年度より繰越件数 処理件数 取下件数 未処理件数(翌年度へ繰越) 

５０ ２０５ １２ ２９ 
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  １ 年金管理課関係 

 (１)管内国有財産（総務課所掌）一覧                                    （平成２３年 ３月末現在） 

県 物件名 住所 物件概要 財産 写真 

徳

島

県 

西麻植職員宿舎 徳島県吉野川鴨島

町西麻植字麻植市

143-3 

（土地）264.49㎡ 

（建物）地上２階 コンクリート

ブロック建（S47.3） 

普通

財産 

 

藍住職員宿舎 

 

徳島県板野郡藍住

町 奥 野 字 矢 上 前

80-8 

（土地）166.02㎡ 

（建物）なし 

 

普通

財産 

 

香

川

県 

坂出船員保険保養所 香川県坂出市入船

町１丁目 2-31 

（土地）1,595.65 ㎡ 

（建物）地上４階 鉄筋コンク

リート建（S43.3） 

普通

財産 

 

愛

媛

県 

今治社保（上徳）公

務員宿舎 

愛媛県今治市上徳

字的場甲 304-1 

（土地）654.25㎡ 

（建物）地上２階 鉄筋コンク

リート建（S60.3） 

普通

財産 

 

宇和島社保（丸穂）

公務員宿舎 

愛媛県宇和島市丸

穂町１丁目甲 290-1 

（土地）440.57㎡ 

（建物）地上２階 鉄筋コンク

リート建（S60.3） 

普通

財産 

 

松山社保（西長戸）

公務員宿舎 

愛媛県松山市西長

戸町 249-1 

（土地）468.45㎡ 

（建物）地上２階 鉄筋コンク

リート建（H2.3） 

普通

財産 

 

内子船員保険保養所 

 

平成 23年 3月 31日 

入札中止 

愛媛県喜多郡内子

町内子 3682 

（土地）9,986.65 ㎡ 

（建物）地上２階 鉄筋コンク

リート建（S59.3） 

普通

財産 

 

高

知

県 

耐火書庫 高知県高知市丸の

内 1-2-20 

（高知県庁内） 

（土地）0㎡ 

（建物）鉄筋コンクリート陸屋

根平屋建（S39.6） 

普通

財産 

 

保険課長宿舎 

 

高知県高知市塩田

町 6-8 

（土地）271.00㎡ 

（建物）木造平屋建 

    （S42.3） 

普通

財産 

 

福井一般職員宿舎 高知県高知市福井

町 2269-28 

（土地）341.32㎡ 

（建物）地上２階 コンクリート

ブロック建（S47.3） 

普通

財産 

 

高知社保所長宿舎 

 

高知県高知市福井

東町 243-11 

（土地）201.77㎡ 

（建物）木造平屋建 

（S43.3） 

普通

財産 

 

厚生年金高知リハ

ビリテーション病院

朝倉医員宿舎 

高知県高知市朝倉

本町 2-589-2 

（土地）362.94㎡ 

（建物）なし 

 

普通

財産 

 

瀬戸一般職員宿舎 

 

高知県高知市瀬戸

西町３丁目 111 

（土地）278.86㎡ 

（建物）なし 

 

普通

財産 

 

 

 

 

売却済  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年６月３０日 

 

 

平成 22年 12月 1日 

入札実施（不落） 

平成 22年 12月 1日 

入札実施（不落） 

平成 22年 12月 1日 

入札実施（不調） 
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（２）日本年金機構四国ブロック本部及び各年金事務所の所在地一覧 

 

ブロック本部名 郵便番号 所 在 地 

四国ブロック本部 760-0023 
香川県高松市寿町 2-1-1 

  高松第一生命ビルディング新館２階 

 

 

県

名 
年金事務所名 郵便番号 所 在 地 

徳 

島 

県 

徳島北年金事務所 770-8522 徳島県徳島市佐古三番町 12-8 

徳島南年金事務所 770-8054 徳島県徳島市山城西 4-45 

阿波半田年金事務所 779-4496 徳島県美馬郡つるぎ町半田字小野 113 

香 

川 

県 

高松西年金事務所 760-8553 香川県高松市錦町 2-3-3 

高松東年金事務所 760-8543 香川県高松市塩上町 3-11-1 

善通寺年金事務所 765-8601 香川県善通寺市文京町 2-9-1 

 

愛 

媛 

県 

松山西年金事務所 790-8512 愛媛県松山市南江戸 3-4-8 

松山東年金事務所 790-0952 愛媛県松山市朝生田町 1-1-23 

新居浜年金事務所 792-8686 愛媛県新居浜市庄内町 1-9-7 

今治年金事務所 794-8515 愛媛県今治市別宮町 6-4-5 

宇和島年金事務所 798-8603 愛媛県宇和島市天神町 4-43 

高 

知 

県 

高知東年金事務所 780-8556 高知県高知市桟橋通 4-13-3 

高知西年金事務所 780-8530 高知県高知市旭町 3-70-1 

南国年金事務所 783-8507 高知県南国市大埇甲 1214-6 

幡多年金事務所 787-0023 高知県四万十市中村東町 2-4-10 
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（３）日本年金機構が行う立入検査等の認可実績内訳 

    

 認 可 

平

成

22

年

度 

 

未適用事業所への立入検査 ３６７件 

適用事業所への事業所調査 ８，８８３件 

情報提供による未適用事業所調査 ３２５件 

情報提供による適用事業所調査 １４５件 

検査院の指摘による事業所調査 １５１件 

合  計 ９，８７１件 

 

 

  （４）日本年金機構が行う受給権者及び被保険者調査の認可実績内訳 

 

 認 可 

平

成

22

年

度 

厚年法に規定する受給権者 ７８件 

厚年法に規定する障害の状態を診断させる者 ０件 

国年法に規定する被保険者 ０件 

国年法に規定する受給権者 ７５件 

国年法に規定する障害の状態を診断させる者 １０件 

特別障害給付金の支給に関する法律に規定する特定障害者その他関係者 ０件 

特別障害給付金の支給に関する法律に規定する障害の状態を診断させる者 ０件 

合  計 １６３件 

 

 



２ 健康福祉課関係

平成２２年４月１日現在養成施設（所）一覧

【栄養士・管理栄養士】 H22.4.1現在

栄養士 管理栄養士

都道 入学 修業 入学 修業 郵便

府県 定員 年限 定員 年限 番号

昼 昼

1 徳島県 四国大学短期大学部生活科学科食物栄養専攻 学校法人　四国大学 40 2 771-1192 徳島市応神町古川字戒子野123-1

2 徳島県 徳島文理大学短期大学部生活科学科食物専攻 学校法人　村崎学園 40 2 770-8514 徳島市山城町西浜傍示180

3 香川県 香川短期大学生活文化学科食物栄養専攻 学校法人　尽誠学園 50 2 769-0201 綾歌郡宇多津町浜一番丁10番地

4 愛媛県
今治明徳短期大学ライフデザイン学科食物栄養専
攻

学校法人　今治明徳学園 30 2 794-0073 今治市矢田甲688

5 愛媛県 愛媛女子短期大学食物栄養科栄養課程 学校法人　創志学園 50 2 798-0022 宇和島市伊吹町馬場421

6 愛媛県 松山東雲短期大学生活科学科食物栄養専攻 学校法人　松山東雲学園 80 2 790-0911 松山市桑原3-2-1

7 高知県 高知学園短期大学生活科学学科 学校法人　高知学園 80 2 780-0955 高知市旭天神町292-26

8 徳島県 徳島大学医学部栄養学科 国立大学法人　徳島大学 50 4 770-0042 徳島市蔵本町3-18-15 管理栄養士

9 徳島県 徳島文理大学人間生活学部食物栄養学科 学校法人　村崎学園 90 4 770-8514 徳島市山城町西浜傍示180 管理栄養士

10 徳島県 四国大学生活科学部管理栄養士養成課程 学校法人　四国大学 70 4 771-1192 徳島市応神町古川字戒子野123-1 管理栄養士

11 高知県 高知女子大学健康栄養学部健康栄養学科 高知県 40 4 781-0111 高知市池2751番地1 管理栄養士

番号 名　　　　　称 設  置  者 所　　在　　地

66



【理容師・美容師】 H22.4.1現在

都道 郵便

府県 番号

昼間 夜間 通信 昼間 夜間 通信

1 徳島県 徳島県立徳島テクノスクール 徳島県 60 80 770-0053 徳島市南島田町2-25

2 徳島県 徳島県美容学校
徳島県美容業生活衛生同業組
合

80 120 770-0022 徳島市佐古二番町3-5

3 徳島県 専門学校穴吹デザインビューティカレッジ 学校法人　穴吹学園 70 35 770-0852 徳島市徳島町2-20

4 香川県 香川理容学園 社団法人　香川理容学園 80 760-0075 高松市楠上町1-5-31

5 香川県 専修学校香川理容美容アカデミー
社団法人　西日本理容美容学
園

80 60 80 120 762-0031 坂出市文京町1-8-32

6 香川県 香川県美容学校
香川県美容業生活衛生同業組
合

160 180 760-0079 高松市松縄町1091-3

7 香川県 専門学校穴吹ビューティカレッジ 学校法人　穴吹学園 120 180 760-0020 高松市錦町1-3-5

8 愛媛県 社団法人東予理容美容専門学校
社団法人　東予理容美容専門
学校

80 120 80 120 792-0017 新居浜市若水町2-3-44

9 愛媛県 愛媛県美容専門学校 学校法人　愛媛県美容学園 160 120 790-0037 松山市小栗6-1-26

10 愛媛県 社団法人宇和島美容学校 社団法人　宇和島美容学校 80 120 798-0071 宇和島市妙典寺前乙576

11 愛媛県 国際トータルビューティカレッジ 学校法人　河原学園 60 160 790-0001 松山市一番町１丁目1-1

12 高知県 高知理容美容専門学校 学校法人　高知理容美容学園 80 60 160 120 780-0972 高知市中万々85-3

13 高知県 国際デザイン・ビューティカレッジ 学校法人　龍馬学園 80 120 780-0935 高知市旭町2-22-58

理 容

総 定 員

所　　在　　地美 容設置者番号 名　　　　　称
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【理容師・美容師（ろう学校）】

都道 郵便

府県 番号

昼間 夜間 通信 昼間 夜間 通信

1 徳島県 徳島県立聾学校理容師美容師養成所 徳島県 24中卒 770-0853 徳島市中徳島町2-104

2 香川県 香川県立聾学校高等部理容科 香川県 12中卒 761-8074 高松市太田上町513-1

3 愛媛県 愛媛県立松山聾学校高等部理容科 愛媛県 30中卒 799-2655 松山市馬木町2325

4 高知県 高知県立高知ろう学校 高知県 15中卒 15中卒 780-0972 高知市中万々78

【理容師・美容師（矯正施設）】

都道 郵便

府県 番号

昼間 夜間 通信 昼間 夜間 通信

1 愛媛県 春日理容学園 20中卒 791-0293 東温市見奈良1243-2

設置者 美 容

設置者

総 定 員 （ 入 所 資 格 ）

所　　在　　地

所　　在　　地

理 容番号 美 容

番号 名　　　　　称

名　　　　　称

総 定 員

理 容
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【調理師】 H22.4.1現在

調理師

都道 入学 修業 入学 修業 入学 修業 入学 修業 入学 修業 郵便

府県 定員 年限 定員 年限 定員 年限 定員 年限 定員 年限 番号

高校 昼間専門 昼間高等 夜間専門 夜間高等

1 徳島県 徳島県立小松島西高等学校食物科 徳島県 70 3 773-0015 小松島市中田町原の下28-1

50 1 50 1.5

25 2

3 香川県 坂出第一高等学校 学校法人　花岡学園 80 3 762-0032 坂出市駒止町2-1-3

4 香川県 キッス調理技術専門学校 学校法人　北川学園 30 2 40 1 20 1.5 760-0018 高松市天神前9-25

5 香川県 香川県立観音寺中央高等学校総合学科食物系列 香川県 40 3 768-0068 観音寺市天神町1-1-15

6 愛媛県 愛媛調理製菓専門学校 学校法人　愛媛学園 50 2 100 1 25 1.5 790-0876 松山市旭町107

7 愛媛県 今治精華高等学校 学校法人　今治精華学園 40 3 794-0055 今治市中日吉町2-1-34

8 愛媛県 松山城南高等学校 学校法人　松山学院 80 3 790-0923 松山市北久米町815

9 愛媛県 今治明徳短期大学別科調理専修 学校法人　今治明徳学園 40 1 794-0073 今治市矢田甲688

10 高知県 ＲＫＣ調理師学校 学校法人　三谷学園 120 1 20 1 30 1.5 10 1.5 780-0985 高知市南久万58-1

学校法人　平成学園 770-0926 徳島市伊賀町2-19-2

番号 名　　　　　称 設  置  者 所　　在　　地

2 徳島県 平成調理師専門学校
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【保育士】 H22.4.1現在

都道 郵便

府県 番号

昼

1 徳島県 徳島文理大学短期大学部保育科 学校法人　村崎学園 70 2 770-8514 徳島市山城町西浜傍示180

2 徳島県 徳島文理大学人間生活学部児童学科 学校法人　村崎学園 110 4 770-8514 徳島市山城町西浜傍示180

3 徳島県 四国大学短期大学部幼児教育保育科 学校法人　四国大学 80 2 771-1192 徳島市応神町古川字戎子野123-1

4 徳島県 四国大学生活科学部児童学科保育学コース 学校法人　四国大学 70 4 771-1192 徳島市応神町古川字戎子野123-1

5 徳島県
鳴門教育大学学校教育学部学校教育教員養成課程
幼児教育専修

国立大学法人　鳴門教育大学 5 4 772-8502 鳴門市鳴門町高島字中島748

6 香川県 香川県立保育専門学院 香川県 50 2 761-8057 高松市田村町1156

7 香川県 香川短期大学子ども学科第Ⅰ部 学校法人　尽誠学園 60 2 769-0201 綾歌郡宇多津町浜一番丁10番地

8 香川県 香川短期大学子ども学科第Ⅲ部 学校法人　尽誠学園 40 3 769-0201 綾歌郡宇多津町浜一番丁10番地

9 香川県 四国学院大学社会福祉学部社会福祉学科保育士養成コース 学校法人　四国学院 40 4 765-8505 善通寺市文京町3-2-1

10 愛媛県 愛媛女子短期大学子ども学科 学校法人　創志学園 50 2 798-0025 宇和島市伊吹町馬場421

11 愛媛県 今治明徳短期大学幼児教育学科 学校法人　今治明徳学園 40 2 794-0073 今治市矢田甲688

12 高松市 高松短期大学保育学科 学校法人　四国高松学園 80 2 761-0194 高松市春日町960

13 高松市 高松大学発達科学部子ども発達学科 学校法人　四国高松学園 70 4 761-0194 高松市春日町960

14 高松市
香川大学教育学部学校教育教員養成課程
幼児教育コース

国立大学法人　香川大学 10 4 760-8522 高松市幸町1-1

15 松山市 松山東雲短期大学保育科 学校法人　松山東雲学園 100 2 790-8531 松山市桑原3-2-1

16 松山市
松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科
子ども福祉専攻

学校法人　松山東雲学園 50 4 790-8531 松山市桑原3-2-1

17 松山市 聖カタリナ大学短期大学部保育学科 学校法人　聖ｶﾀﾘﾅ学園 100 2 799-2496 松山市北条660

18 松山市
愛媛大学教育学部学校教育教員養成課程
保育士養成コース

国立大学法人　愛媛大学 12 4 790-8577 松山市文京町3

19 高知市 高知学園短期大学幼児保育学科 学校法人　高知学園 80 2 780-0955 高知市旭天神町292-26

番号 名　　　　　称 設  置  者 所　　在　　地
入学
定員

修業
年限
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【社会福祉士】 H22.4.1現在

都道 郵便

府県 番号

通信

1 香川県
専門学校穴吹ﾊﾟﾃｨｼｴ福祉カレッジ
社会福祉学科通信課程

学校法人　穴吹学園 80 1年7月 760-0021 高松市西の丸町14-10

2 愛媛県 四国中央医療福祉総合学院　社会福祉学科 学校法人　ＲＷＦｸﾞﾙｰﾌﾟ 100 1年8月 799-0422 四国中央市中之庄町1684-10

番号 名　　　　　称 設  置  者 所　　在　　地
入学定

員
修業年

限
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【社会福祉士】（科目等確認大学） H22.4.1現在

※社会福祉に関する科目を定める省令の規定に基づき開講科目（実習演習科目）について、諸要件を満たしていることを確認した大学等

都道 郵便

府県 番号

1 徳島県 徳島健祥会福祉専門学校　保育福祉学科 社会福祉法人　健祥会 20 ３ 779-3105 徳島市国府町東高輪字天満347-1

2 徳島県 専門学校穴吹福祉医療カレッジ　こども福祉学科社会福祉士専攻 学校法人　穴吹学園 20 ３ 770-0852 徳島市徳島町2-20

3 徳島県 徳島文理大学　保健福祉学部人間福祉学科 学校法人　村崎学園 40 ４ 770-8514 徳島市山城町西浜傍示180

4 徳島県 徳島大学歯学部口腔保健学科 国立大学法人　徳島大学 15 ４ 770-8504 徳島市蔵本町３丁目18番地の15

5 香川県 専門学校穴吹ﾊﾟﾃｨｼｴ福祉ｶﾚｯｼﾞ　こども社会福祉学科社会福祉ｺｰｽ 学校法人　穴吹学園 20 ３ 760-0021 高松市西の丸町14-10

6 香川県 四国学院大学社会福祉学部社会福祉学科 学校法人　四国学院 130 ４ 765-8505 善通寺市文京町3-2-1

7 香川県 四国学院大学社会福祉学部子ども福祉学科 学校法人　四国学院 40 ４ 765-8505 善通寺市文京町3-2-1

8 香川県 香川短期大学生活文化学科生活介護福祉専攻ケアコース 学校法人　尽誠学園 40 ２ 769-0201 綾歌郡宇多津町浜一番丁10番地

9 香川県 香川短期大学生活文化学科生活介護福祉専攻ウェルネスコース 学校法人　尽誠学園 40 ２ 769-0201 綾歌郡宇多津町浜一番丁10番地

10 愛媛県 河原医療福祉専門学校　社会福祉科社会福祉士ｺｰｽ 学校法人　河原学園 15 ３ 790-0014 松山市柳井町3-3-13

11 愛媛県 河原医療福祉専門学校　社会福祉科精神保健福祉士ｺｰｽ 学校法人　河原学園 15 ３ 790-0014 松山市柳井町3-3-13

12 愛媛県 松山東雲女子大学人文科学部心理子ども学科 学校法人　松山東雲学園 20 ４ 790-8531 松山市桑原3-2-1

13 愛媛県 松山大学人文学部社会学科社会福祉士課程 学校法人　松山大学 16 ４ 790-8578 松山市文京町４番地２

14 愛媛県 聖カタリナ大学人間健康福祉学部社会福祉学科介護福祉専攻 学校法人　聖カタリナ学園 20 ４ 799-2496 松山市北条660番地

15 愛媛県 聖カタリナ大学人間健康福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻 学校法人　聖カタリナ学園 60 ４ 799-2496 松山市北条660番地

16 愛媛県 聖カタリナ大学人間健康福祉学部健康福祉ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科福祉ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 学校法人　聖カタリナ学園 30 ４ 799-2496 松山市北条660番地

17 愛媛県 聖カタリナ大学人間健康福祉学部健康福祉ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 学校法人　聖カタリナ学園 50 ４ 799-2496 松山市北条660番地

18 高知県 高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科 高知県 30 ４ 781-8515 高知市池2751番地1

19 高知県 高知福祉専門学校　社会福祉学科 学校法人　すみれ学園 80 ３ 780-0832 高知市九反田8-15

20 高知県 龍馬看護ふくし専門学校　福祉保育学科　社会福祉士受験資格取得ｺｰｽ 学校法人　龍馬学園 20 ３ 780-0056 高知市北本町1-5-3

昼

入学定
員

修業年
限

番号 名　　　　　称 設  置  者 所　　在　　地

72



【介護福祉士】(福祉系高校及び特例高校を含む) H22.4.1現在

都道 郵便

府県 番号

昼

1 徳島県 四国大学短期大学部生活科学科介護福祉専攻 学校法人　四国大学 50 2 771-1192 徳島市応神町古川字戎子野123-1

2 徳島県 徳島健祥会福祉専門学校介護福祉学科 社会福祉法人　健祥会 120 2 779-3105 徳島市国府町東高輪天満347-1

3 香川県 四国学院大学専門学校福祉学科 学校法人　瀬戸内学院 40 2 767-8512 三豊市高瀬町大字下勝間2379

4 香川県 さぬき福祉専門学校介護福祉学科 社会福祉法人　厚仁会 40 2 763-0085 丸亀市飯野町東分2700

5 香川県 四国医療福祉専門学校介護福祉学科 学校法人　すみれ学園 40 2 761-8064 高松市上之町2-12-30

6 香川県
香川短期大学生活文化学科生活介護福祉専攻
ケアコース

学校法人　尽誠学園 40 2 769-0201 綾歌郡宇多津町浜1-10

7 香川県 香川短期大学専攻科福祉専攻 学校法人　尽誠学園 30 1 769-0201 綾歌郡宇多津町浜1-10

8 香川県 専門学校穴吹ﾊﾟﾃｨｼｴ福祉ｶﾚｯｼﾞ介護福祉学科 学校法人　穴吹学園 35 2 760-0021 高松市西の丸町14-10

9 愛媛県 今治明徳短期大学ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科介護福祉コース 学校法人　今治明徳学園 40 2 794-0073 今治市矢田甲688

10 愛媛県 河原医療福祉専門学校介護福祉科 学校法人　河原学園 80 2 790-0014 松山市柳井町3-3-13

11 愛媛県
聖カタリナ大学人間健康福祉学部
社会福祉学科介護福祉専攻

学校法人　聖ｶﾀﾘﾅ学園 20 4 799-2496 松山市北条660

12 愛媛県 松山東雲短期大学生活科学科介護福祉専攻 学校法人　松山東雲学園 40 2 790-8531 松山市桑原3-2-1

13 愛媛県 四国中央医療福祉総合学院介護福祉学科 学校法人　ＲＷＦｸﾞﾙｰﾌﾟ 40 2 799-0422 四国中央市中之庄町1684-10

14 高知県
高知県立大学社会福祉学部社会福祉学科
介護福祉課程

高知県 30 4 781-8515 高知市池2751-1

15 高知県 高知福祉専門学校介護福祉学科 学校法人　すみれ学園 40 2 780-0832 高知市九反田8-15

16 高知県 平成福祉専門学校介護福祉学科 社会福祉法人　長い坂の会 80 2 780-8087 高知市針木北1-14-30

17 高知県 龍馬看護ふくし専門学校介護福祉学科 学校法人　龍馬学園 40 1 780-0056 高知市北本町1-5-3

番号 名　　　　　称 設  置  者 所　　在　　地
入学
定員

修業
年限
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都道 郵便

府県 番号

昼

番号 名　　　　　称 設  置  者 所　　在　　地
入学
定員

修業
年限

18 徳島県 小松島西高等学校　福祉科 徳島県 3 35 773-0015 小松島市中田町原の下28の1

19 香川県 高松南高等学校　福祉科 香川県 3 30 761-8084 高松市一宮町５３１番地

20 香川県 尽誠学園高等学校　福祉科 学校法人　尽誠学園 3 40 765-0053 善通寺市生野町855-1

21 愛媛県 松山城南高等学校　福祉科 学校法人　松山学院 3 40 790-8550 松山市北久米町815

22 徳島県 城西高等学校　総合学科　ｹｱ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ系列２ 徳島県 3 15 770-0046 徳島市鮎喰町2-1

23 徳島県 鳴門第一高等学校　総合学科　福祉系列 徳島県 3 16 772-0003 鳴門市撫養町南浜字馬目木58番地

24 香川県 飯山高等学校　総合学科・福祉ｻｰﾋﾞｽ系列 香川県 3 27 762-0083 丸亀市飯山町下法軍寺664-1

25 愛媛県 北条高等学校　総合学科・生活福祉系列 愛媛県 3 26 799-2493 松山市北条辻600-1

26 愛媛県 川之石高等学校　総合学科・福祉ｻｰﾋﾞｽ系列 愛媛県 3 20 796-0201 八幡浜市保内町川之石１番地112

27 愛媛県 新居浜南高等学校　総合学科・福祉ｻｰﾋﾞｽ系列 愛媛県 3 24 792-0836 新居浜市篠場町1-32

28 高知県 室戸高等学校　総合学科・ふくしデザイン系列 高知県 3 16 781-7102 室戸市室津221
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【社会福祉主事】 H22.4.1現在

都道 郵便

府県 番号

昼間

1 香川県 さぬき福祉専門学校　介護福祉学科 社会福祉法人　厚仁会 40 2 763-0085 丸亀市飯野町東分2700

番号 名　　　　　称 設  置  者 所　　在　　地
入学
定員

修業
年限
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【精神保健福祉士】 H22.4.1現在

都道 郵便

府県 番号

通信

1 愛媛県
四国中央医療福祉総合学院
精神保健福祉学科　短期養成課程

学校法人　ＲＷＦｸﾞﾙｰﾌﾟ 50 9月 799-0422 四国中央市中之庄町1684-10

2 愛媛県
四国中央医療福祉総合学院
精神保健福祉学科　一般養成課程

学校法人　ＲＷＦｸﾞﾙｰﾌﾟ 50 1年8月 799-0422 四国中央市中之庄町1684-10

番号 名　　　　　称 設  置  者 所　　在　　地
入学
定員

修業年限
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【保健師・助産師・看護師】 H22.4.1現在

保健師 助産師

都道 入学 修業 入学 修業 入学 修業 入学 修業 入学 修業 入学 修業 入学 修業 入学 修業 郵便

府県 定員 年限 定員 年限 定員 年限 定員 年限 定員 年限 定員 年限 定員 年限 定員 年限 番号

1 徳島県 健康保険鳴門看護専門学校
（社）全国社会
保険協会連合会

40 3 昼間 772-0002 鳴門市撫養町斉田字見白36-1

2 徳島県 徳島県立看護学院 徳島県 100 3 夜間 770-0046 徳島市鮎喰町2-41-6

3 徳島県 徳島県立看護学院 徳島県 250 2 通信 770-0046 徳島市鮎喰町2-41-6

4 徳島県 徳島県立看護専門学校 徳島県 40 3 昼間 770-0042 徳島市蔵本町1-10

5 徳島県
独立行政法人国立病院機構東徳島病院附属看護学
校

(独)国立病院機構 40 3 昼間 779-0193 板野郡板野町大寺字大向北1-1

6 香川県 香川看護専門学校 (学)尽誠学園 40 3 昼間 765-0053 善通寺市生野町920-1

7 香川県 香川看護専門学校 (学)尽誠学園 40 2 昼間 765-0053 善通寺市生野町920-1

8 香川県 専門学校穴吹医療カレッジ (学)穴吹学園 40 4 昼間 760-0020 高松市錦町1-22-23

9 香川県 専門学校穴吹医療カレッジ (学)穴吹学園 250 2 通信 760-0020 高松市錦町1-22-23

10 香川県 四国医療専門学校 (学)大麻学園 40 4 昼間 769-0205 綾歌郡宇多津町浜五番丁62-1

11 香川県 高松市医師会看護専門学校 (社)高松市医師会 40 3 夜間 760-0018 高松市天神前4-14

12 香川県
独立行政法人国立病院機構善通寺病院附属看護学
校

(独)国立病院機構 80 3 昼間 765-0001 善通寺市仙遊町2-1-1

13 愛媛県 愛媛県立看護専門学校 愛媛県 30 3 昼間 799-0422 四国中央市中之庄町1684-3

14 愛媛県 宇和島看護専門学校 (財)正光会 40 3 昼間 798-0025 宇和島市伊吹町甲594-3

15 愛媛県 今治看護専門学校 (社)今治市医師会 80 3 昼間 794-0026 今治市別宮町7-3-2

16 愛媛県 今治看護専門学校 (社)今治市医師会 40 2 昼間 794-0026 今治市別宮町7-3-2

17 愛媛県 十全看護専門学校 (財)積善会 30 3 昼間 792-0004 新居浜市北新町2-77

18 愛媛県 松山看護専門学校 (社)松山市医師会 40 3 昼間 790-0014 松山市柳井町2-88-1

19 愛媛県 松山看護専門学校 (社)松山市医師会 40 3 昼間 790-0014 松山市柳井町2-88-1

20 愛媛県 松山赤十字看護専門学校 日本赤十字社 40 3 昼間 790-0823 松山市清水町3-90

21 愛媛県 専修学校愛媛医療専門大学校 (学)河原学園 80 4 昼間 790-0005 松山市花園町3-6

22 愛媛県 東城看護専門学校
(財)新居浜精神
衛生研究所

40 3 夜間 792-0828 新居浜市松原町13-47

23 愛媛県 独立行政法人国立病院機構愛媛病院附属看護学校 (独)国立病院機構 40 3 昼間 791-0281 東温市見奈良1545-1

24 高知県 高知県医師会看護専門学校 (社)高知県医師会 80 2 昼間 781-0270 高知市長浜6193

25 高知県 高知県立幡多看護専門学校 高知県 25 3 昼間 787-0785 宿毛市山奈町芳奈3-2

26 高知県 黒潮医療専門学校 (福)黒潮福祉会 40 3 昼間 787-0771 四万十市有岡字石場2252-1

27 高知県 龍馬看護ふくし専門学校 (学)龍馬学園 40 3 昼間 780-0056 高知市北本町1-5-3

28 高知県 独立行政法人国立病院機構高知病院附属看護学校 (独)国立病院機構 40 3 昼間 780-8077 高知市朝倉西1-2-25

番号

看護師（３
年課程）

看護師（３
年課程定時
制）

看護師（２
年課程）

看護師（２
年課程定時
制）

看護師（２
年課程通信
制）

統合カリキュ
ラム（保健
師・看護師）

名　　　　　称 設  置  者
昼夜等
の別

所　　在　　地
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【理学療法士・作業療法士】 H22.4.1現在

理学療法士 作業療法士

都道 入学 修業 入学 修業 入学 修業 入学 修業 郵便

府県 定員 年限 定員 年限 定員 年限 定員 年限 番号

昼 夜 昼 夜

1 徳島 徳島医療福祉専門学校 学校法人　勝浦学園 40 3 40 3 771-4307 勝浦郡勝浦町大字三渓字平128-1

2 徳島 徳島健祥会福祉専門学校 社会福祉法人　健祥会 40 3 40 3 779-3105 徳島市国府町東高輪字天満369-1

3 香川 専門学校穴吹リハビリテーションカレッジ 学校法人　穴吹学園 40 3 40 3 761-8056 高松市上天神町722-1

4 香川 四国医療専門学校 学校法人　大麻学園 30 4 30 4 769-0205 綾歌郡宇多津町浜五番丁62-1

5 愛媛 愛媛十全医療学院 財団法人　積善会 40 3 40 3 791-0301 東温市南方561番地

6 愛媛 四国中央医療福祉総合学院 学校法人　ＲＷＦグループ 40 3 40 3 799-0422 四国中央市中之庄町1684-10

7 愛媛 専修学校愛媛医療専門大学校 学校法人　河原学園 40 4 40 4 790-0005 松山市花園町3-6

8 高知 高知リハビリテｰション学院 学校法人　高知学園 70 4 40 4 781-1102 土佐市高岡町乙1139-3

9 高知 高知医療学院 医療法人　新松田会 40 3 781-0270 高知市長浜6012-10

10 高知 土佐リハビリテーションカレッジ 学校法人　土佐リハ学院 40 4 40 4 781-5103 高知市大津乙2500番地2

11 高知 黒潮医療専門学校 社会福祉法人　黒潮福祉会 40 3 787-0771 四万十市有岡字石場2252番1

番号 名　　　　　称 所　　在　　地設  置  者
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【臨床工学技士】 H22.4.1現在

郵便

番号

昼 夜

1 香川 四国医療福祉専門学校 学校法人　すみれ学園 40 3 761-8064 高松市上之町2丁目12番30号

2 愛媛 四国医療技術専門学校 学校法人　すみれ学園 40 3 790-0808 松山市若草町6-1

3 高知 四国医療工学専門学校 学校法人　すみれ学園 40 3 780-0823 高知市菜園場町7番13号

番号
都道
府県

名　　　　　称 設  置  者 所　　在　　地
入学
定員

入学
定員

修業
年限

修業
年限
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【言語聴覚士】 H22.4.1現在

都道 入学 修業 入学 修業 郵便

府県 定員 年限 定員 年限 番号

昼 夜

1 愛媛 愛媛十全医療学院 財団法人　積善会 30 2 791-0385 東温市南方561番地

2 愛媛 四国中央医療福祉総合学院 学校法人　ＲＷＦグループ 40 3 799-0422 四国中央市中之庄町1684-10

3 高知 高知リハビリテｰション学院 学校法人　高知学園 40 4 781-1102 土佐市高岡町乙1139-3

番号 名　　　　　称 設  置  者 　　　　　所　　在　　地           
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【歯科衛生士】 H22.4.1現在

郵便

番号

昼 夜

1 徳島 徳島歯科学院専門学校 社団法人　徳島県歯科医師会 40 3 770-0003 徳島市北田宮1丁目8番65号

2 徳島 四国歯科衛生士学院専門学校 財団法人　四国歯科衛生士学院 20 3 770-8023 徳島市勝占町外敷地16-36

3 徳島 専門学校穴吹福祉医療カレッジ 学校法人　穴吹学園 30 3 770-0852 徳島市徳島町2-20

4 香川 香川県歯科医療専門学校 社団法人　香川県歯科医師会 50 3 760-0020 高松市錦町2-8-38

5 香川 瀬戸内総合学院　歯科衛生学科 学校法人　瀬戸内学院 40 3 767-8512 三豊市高瀬町下勝間2379

6 香川 専門学校穴吹医療カレッジ 学校法人　穴吹学園 40 3 760-0020 高松市錦町1-22-23

7 愛媛 松山歯科衛生士専門学校 学校法人　山本学園 40 3 790-0001 松山市一番町1-4-1

8 愛媛 専修学校愛媛医療専門大学校 学校法人　河原学園 40 3 790-0005 松山市花園町３－６

番号
都道
府県

所　　在　　地設  置  者名　　　　　称
入学
定員

入学
定員

修業
年限

修業
年限
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【歯科技工士】 H22.4.1現在

郵便

番号

昼 夜

1 徳島 徳島歯科学院専門学校 社団法人　徳島県歯科医師会 20 2 770-0003 徳島市北田宮1-8-65

2 香川 香川県歯科医療専門学校 社団法人　香川県歯科医師会 20 2 760-0020 高松市錦町2-8-38

3 愛媛 専修学校愛媛医療専門大学校 学校法人　河原学園 20 2 790-0005 松山市花園町３－６

4 高知 高知県歯科技工専門学校 社団法人　高知県歯科医師会 15 3 780-0066 高知市比島町4丁目5-20

番号
都道
府県

所　　在　　地設  置  者名　　　　　称
入学
定員

入学
定員

修業
年限

修業
年限
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【あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師】 H22.4.1現在

あんま あんま、はり、きゅう はり、きゅう

学　校　名 設　置　者 定員 修業 定員 修業 定員 修業 定員 修業 定員 修業 定員 修業 所 在 地

昼 年限 夜 年限 昼 年限 夜 年限 昼 年限 夜 年限

1 香川 四国医療専門学校 学校法人　大麻学園 30
高卒
３

60
高卒
３

30
高卒
３

769-0205 綾歌郡宇多津町浜五番丁62-1

2 愛媛 愛媛医療福祉専門学校 学校法人　河原学園 56
高卒
３

790-0014 松山市柳井町3-3-13

番号
都道
府県

郵便番号
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【柔道整復師】 H22.4.1現在

定員 修業 定員 修業 郵便

昼 年限 夜 年限 番号

1 香川 四国医療専門学校 学校法人　大麻学園 60 3 30 3 769-0205 綾歌郡宇多津町浜五番丁62-1

2 愛媛 愛媛医療福祉専門学校 学校法人　河原学園 60 3 790-0014 松山市柳井町3-3-13

所　在　地番号 都道府県 学　　校　　名 設　置　者
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【製菓衛生師】 H22.4.1現在

都道 郵便

府県 番号

昼

1 徳島県
専門学校穴吹ﾃﾞｻﾞｲﾝﾋﾞｭｰﾃｨｶﾚｯｼﾞ
ﾊﾟﾃｨｼｴ･ﾍﾞｰｶﾘｰ学科

学校法人　穴吹学園 30 2 770-0852 徳島市徳島町2丁目20番地

2 香川県
専門学校穴吹ﾊﾟﾃｨｼｴ福祉ｶﾚｯｼﾞ衛生専門課程
製菓衛生学科

学校法人　穴吹学園 35 1 760-0021 高松市西の丸町14-10

3 香川県
専門学校穴吹ﾊﾟﾃｨｼｴ福祉ｶﾚｯｼﾞ衛生専門課程
ﾊﾟﾃｨｼｴ・ﾍﾞｰｶﾘｰ学科

学校法人　穴吹学園 35 2 760-0021 高松市西の丸町14-10

4 愛媛県 愛媛調理製菓専門学校製菓衛生師課程 学校法人　愛媛学園 80 1 790-0876 松山市旭町107

5 愛媛県 愛媛調理製菓専門学校製菓衛生師専門課程 学校法人　愛媛学園 32 2 790-0876 松山市旭町107

6 愛媛県 国際ﾊﾟﾃｨｼｴ・ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪ専門学校ﾊﾟﾃｨｼｴ・ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪ科 学校法人　河原学園 40 1 790-0012 松山市湊町3-5-1

7 愛媛県
国際ﾊﾟﾃｨｼｴ・ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪ専門学校ﾊﾟﾃｨｼｴ・ﾌﾞﾗﾝｼﾞｪ
本科

学校法人　河原学園 40 2 790-0012 松山市湊町3-5-1

8 愛媛県 今治明徳短期大学ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科製菓製ﾊﾟﾝｺｰｽ 学校法人　今治明徳学園 20 2 794-0073 今治市矢田甲688

9 高知県 高知情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校製菓製パン科 学校法人　龍馬学園 35 2 780-0056 高知市北本町1-12-6

所　　在　　地
入学
定員

修業
年限番号 名　　　　　称 設  置  者
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【食品衛生管理者・食品衛生監視員】 H22.4.1現在

都道 郵便

府県 番号

昼

1 徳島県 徳島大学医学部栄養学科 国立大学法人　徳島大学 50 4 770-8503 徳島市蔵本町3-18-15

2 徳島県 徳島文理大学人間生活学部食物栄養学科 学校法人　村崎学園 90 4 770-8514 徳島市山城町西浜傍示180

3 徳島県 四国大学生活科学部管理栄養士養成課程 学校法人　四国大学 70 2 771-1192 徳島市応神町古川字戎子野123-1

4 香川県 香川大学農学部応用生物科学科食品衛生コース 国立大学法人　香川大学 無 4 761-0795 木田郡三木町大字池戸2393

5 愛媛県 愛媛県立医療技術大学保健科学部臨床検査学科 愛媛県 20 4 791-2101 伊予郡砥部町高尾田543

6 愛媛県
愛媛大学農学部生物資源学科応用生命化学専門教
育コース食品衛生監視員プログラム

国立大学法人　愛媛大学 無 4 790-8566 松山市樽味3-5-7

7 高知県
高知大学農学部農学科食料科学コース及び生命化
学コース食品衛生管理者及び食品衛生監視員資格
取得課程

国立大学法人　高知大学 無 4 783-8502 南国市物部乙200

番号 名　　　　　称 設  置  者 所　　在　　地
入学
定員

修業
年限
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Ⅰ　必要医師数実態調査について

１　調査の目的

２　調査の期日

　平成２２年６月１日現在

３　調査対象

病院及び分娩取扱い診療所（５５２施設）

４　回収の状況

施設 施設 ％

施設 施設 ％

施設 施設 ％

５　用語の定義

　必要医師数

Ⅱ　調査の結果

１　現員医師数の状況について

　現員医師数に対する短時間正規雇用医師の割合は２．３％であった。

　女性医師については、

　　・女性医師は１，１５５人で、現員医師数に対する割合は１７．７％

　女性医師の割合 ％ ％ ％ ％

平成22年9月29日

　勤務形態

　なお、現員医師数に初期臨床研修医は含めていない。初期臨床研修医は全国に約１５，０００人程度おり、毎年約７，６００人程度が研修を終え
て医療現場に従事している。

　正規雇用の医師に比し、その所定労働時間が短いものの時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の換算方法等
が正規雇用の医師と同等で、期間の定めのない労働契約を締結している場合の勤務形態

　調査票の提出のあった医療機関の現員医師数は６，５３５人で、勤務形態別の内訳は正規雇用５，３２４人、短時間正規雇用１５３人、非常勤
１，０５８人であった。

単位：人

非常勤Ｄ短時間正規雇用Ｃ　正規雇用Ｂ

　現員医師数

　Ａ＝Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

298

　　・短時間正規雇用医師のうち女性医師は４８人で短時間正規雇用医師数に対する割合は３１．４％であった。

　また、分娩取扱い医師（再掲）は２４６人で、勤務形態別の内訳は正規雇用２１８人、短時間正規雇用４人、非常勤２４人であった。

現員医師数

　うち女性医師

　正規雇用、短時間正規雇用以外の勤務形態
※　非常勤は、週当たり延べ勤務時間数を４０時間で除して常勤換算している

　正規雇用

　短時間正規雇用

　非常勤

76.7

計 552 487 88.2

　１日の所定労働時間が８時間程度で週５日勤務を基本（いわゆるフルタイム）とし、期間の定めのない労働契約を
締結している場合の勤務形態

17.7 15.2 31.4 28.2

6,535

1,155

5,324

809

153

48

1,058

　本調査は、全国統一的な方法により各医療機関が必要と考えている医師数の調査を行うことで、地域別・診療科別必要医師数の実態、求人理
由や求人方法の傾向、求人しているにもかかわらず充足しない理由、短時間正規雇用の導入状況等を把握することにより、医師確保対策を一
層効果的に推進していくための基礎資料を得ることを目的としており、厚生労働省が実施した調査としては初めてのものである。
　なお、本調査の結果の概要は、四国管内の医療機関から提出された人数をそのまま集計したものである。

必要医師数実態調査の概要（四国）

用　　　　語 定　　　　　　　　　　義

　現員医師数
　調査時点において、医療機関に従事している正規雇用医師数、短時間正規雇用医師数、非常勤医師を合計した
医師数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　医療法にいう臨床研修を受けている医師（初期臨
床研修医）は除く

必要求人医師数

必要非求人医師数

　必要医師数のうち、調査時点において、求人しているにもかかわらず充足されていない医師数

　必要医師数のうち、調査時点において、求人していない医師数

　調査対象医療機関は、病院４９２施設、分娩取扱い診療所６０施設の計５５２施設であり、調査票提出医療機関は、病院４４１施設、分娩取扱い
診療所４６施設の計４８７施設であった。

　回収率は、病院８９．６％、診療所７６．７％の合計８８．２％であった。

調査対象医療機関数　Ａ 調査票提出医療機関数　Ｂ 回収率　Ｂ／Ａ

　地域医療において、現在、医療機関が担うべき診療機能を維持するために確保しなければならいない医師数
※　初期臨床研修医は調査の対象外

　病院 492 441 89.6

　分娩取扱い診療所 60 46

82% 

2% 

16% 

現員医師数 

正規雇用 

短時間正規雇用 

非常勤 

70% 

4% 

26% 

現員医師数（女性医師） 

正規雇用 

短時間正規雇用 

非常勤 
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【分娩取扱い医師（再掲）】

　現員医師数

　Ａ＝Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

％ ％ ％ ％

２　必要医師数について

（１）必要医師数（総数）

1.17

1.20

177

計

804

1,326

　正規雇用 5,324 1,088

61

1,058

　短時間正規雇用 153

　非常勤

1.40

（参考）必要医師数

1.20

単位：人

　正規雇用Ｂ 短時間正規雇用Ｃ 非常勤Ｄ

　うち女性医師

　女性医師の割合

246

75

218

59

4

2

24

14

30.5 27.1 50.0

現員医師数

Ａ

6,535

現員医師数

　必要求人医師数は９８６人であり、現員医師数と必要求人医師数の合計数は、現員医師数の１．１５倍であった。また、調査時点において求人
していないが、医療機関が必要と考えている必要非求人医師数を含めた必要医師数は１，３２６人であり、現員医師数と必要医師数の合計数
は、現員医師数の１．２０倍であった。

　分娩取扱い医師（再掲）の必要求人医師数は４６人であり、現員医師数と必要求人医師数の合計数は、現員医師数の１．１９倍であった。また、
調査時点において求人していないが、医療機関が必要と考えている必要非求人医師数を含めた必要医師数は７１人であり、現員医師数と必要
医師数の合計数は、現員医師数の１．２９倍であった。（以下の倍率は、すべて「現員医師数に対する倍率」である）

単位：人、倍

区　　分
Ｃ

58.3

倍率（Ａ＋Ｂ）／Ａ

45

137

986

Ｂ

1.15

1.29

1.13

1.15

　必要求人医師数

倍率（Ａ＋Ｃ）／Ａ

88% 

2% 
10% 

現員医師数（分娩取扱い医師） 

正規雇用 

短時間正規雇用 

非常勤 

79% 

2% 

19% 

現員医師数（分娩取扱い医師）    

（女性医師） 

正規雇用 

短時間正規雇用 

非常勤 

1.15  1.15  

1.29  

1.13  

1.20  1.20  

1.40  

1.17  

1.00  

1.10  

1.20  

1.30  

1.40  

全体 正規雇用 短時間正規雇用 非常勤 

現員医師数に対する倍率／勤務形態別 

必要求人医師数 必要医師数 
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【分娩取扱い医師（再掲）】

（２）必要医師数（県別）

1

2

3

4

計

1.79

46 1.19 1.29

1.17

264 1.18 1.24

986 1.15 1.20

　必要求人医師数 （参考）必要医師数

Ｂ 倍率（Ａ＋Ｂ）／Ａ 倍率（Ａ＋Ｃ）／Ａ

単位：人、倍

1.22

2 1.50 2.00

6,535 1,326

1,501 361高知県

2,129 371愛媛県 305 1.14

1,637 313香川県 214 1.13

1,268 281徳島県

単位：人、倍

現員医師数

Ａ Ｃ
都道府県名

　必要求人医師数 （参考）必要医師数

Ｂ 倍率（Ａ＋Ｂ）／Ａ 倍率（Ａ＋Ｃ）／Ａ

203 1.16 1.22

1.19

計 246 71

非常勤 24 19

短時間正規雇用 4 4

9 1.38

正規雇用 218 4835 1.16

現員医師数

Ａ Ｃ

1.19  1.16  

1.50  
1.38  

1.29  
1.22  

2.00  

1.79  

1.00  

1.20  

1.40  

1.60  

1.80  

2.00  

全体 正規雇用 短時間正規雇用 非常勤 

現員医師数に対する倍率／勤務形態別             

※分娩取扱い医師（再掲） 

必要求人医師数 必要医師数 

1.15 1.16 

1.13 1.14 

1.18 

1.00 

1.05 

1.10 

1.15 

1.20 

四国計 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 

現員医師数に対する倍率（必要求人医師数）／県

別 

1.20 
1.22 

1.19 
1.17 

1.24 

1.00 

1.05 

1.10 

1.15 

1.20 

1.25 

四国計 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 

（参考）現員医師数に対する倍率（必要医師数）／

県別 
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【分娩取扱い医師（再掲）】

1

2

3

4

計

1.23

1.59

46 1.19 1.29

高知県 29 17

246 71

愛媛県 103 24

6 1.21

15 1.15

香川県 72 1916 1.22

徳島県 42 11

単位：人、倍

9 1.21 1.26

1.26

都道府県名
現員医師数

Ａ Ｃ

　必要求人医師数 （参考）必要医師数

Ｂ 倍率（Ａ＋Ｂ）／Ａ 倍率（Ａ＋Ｃ）／Ａ

1.19 
1.21 1.22 

1.15 

1.21 

1.00 

1.05 

1.10 

1.15 

1.20 

1.25 

四国計 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 

現員医師数に対する倍率（必要求人医師数）／県

別※分娩取扱い医師（再掲） 

1.29 
1.26 1.26 

1.23 

1.59 

1.00 

1.10 

1.20 

1.30 

1.40 

1.50 

1.60 

四国計 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 

（参考）現員医師数に対する倍率（必要医師数）／県別   

※分娩取扱い医師（再掲） 
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　（３）必要医師数（診療科別）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

71 1.29

合　　　計

（再掲）分娩取扱い医師

2 1.05 1.08

45 1.63 1.99

7 1.17 1.19全科

6,535 1,326986 1.15 1.20

246 46 1.19

1.37

14 1.06 1.11

39 1.16 1.21

3 1.08 1.18

2620 1.29

44 1.17 1.27

2 1.13 1.13

4 1.12 1.12

1.50

29 1.16 1.20

16 1.11 1.23

0 1.00 1.14

2 1.50

1.25

56 1.21 1.26

94 1.18 1.23

5 1.07 1.10

1.50

2 1.40 1.40

3 1.04 1.07

35 1.15 1.18

1.16

1.50

76 1.11 1.14

5 1.15 1.24

4 1.08 1.14

1.15

1 1.20 1.40

1.33

1 2.00 3.00

33 1.11 1.21

1.61

19 1.30 1.48

52

1.41

12 1.36 1.45

184 1.12 1.15

34 1.37 1.43

1.18

42 1.21 1.26

40

　必要求人医師数 （参考）必要医師数

Ｂ 倍率（Ａ＋Ｂ）／Ａ 倍率（Ａ＋Ｃ）／Ａ

単位：人、倍

病理診断科

臨床検査科

救急科

産科

小児外科

2

産婦人科 256 68

3

39 7

71 70

42 8

37

16

婦人科

リハビリ科

放射線科

麻酔科

14 2

眼科 179 35

142 32

4 2美容外科

耳鼻いんこう科

73 7

脳神経外科 261 68

整形外科 531 120

肛門外科 4 1

形成外科

泌尿器科 238 43

1 1.25

気管食道外科 5 2

消化器外科 84 6

乳腺外科 8 4

循環器外科 51 7

4 1.50

外科 672 97

呼吸器外科 33 8

心療内科 8 4

精神科 452 73

4 1.50

感染症内科 1 2

小児科 295 61

58 1.13

リウマチ科 18 6

アレルギー科 5 2

6 1.33

血液内科 33 15

皮膚科 125 1911 1.09

糖尿病内科 41 17

神経内科 63 30

12 1.29

腎臓内科 31 1917 1.55

診療科名
現員医師数

Ａ Ｃ

28

242 50

33 4

70

249

消化器内科 198 52

循環器内科 285 40 1.14

内科 1,533 234

呼吸器内科 93
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３　必要求人医師の求人理由・求人方法について（複数回答あり）

（１）求人理由について（複数回答あり）

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

（２）求人方法について（複数回答あり）

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

４　必要非求人医師数の必要理由・求人していない理由について（複数回答あり）

（１）必要理由について（複数回答あり）

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

休診中の診療科の再開 11 1.39

計 789 100.00

近々医師の退職が予定されているため 34 4.31

休棟・休床している病棟・病床の再開 12 1.52

現員医師の負担軽減（日直・宿直が多い） 168 21.29

非常勤医師により滞りなく業務が進められているが正規雇用が望ましいと考えるため 41 5.20

退職医師の補充 98 12.42

外部機関からの派遣等から自己確保へ 48 6.08

救急医療への対応 132 16.73

現員医師の負担軽減（入院又は外来患者数が多い） 245 31.05

　　求人理由として多かったのは、「現員医師の負担軽減（入院又は外来患者数が多い）、２４５件」、「現員医師の負担軽減（日直・宿直
が多い）、１６８件」、「救急医療への対応、１３２件」であった。

必要理由 件数 全件数に占める割合

　　求人方法として多かったのは、「大学（医局等）へ依頼、７７８件」、「インターネットへ掲載、５４８件」、「個人的に依頼、４１２件」であった。

求人方法 件数 全件数に占める割合

都道府県ドクタープール制度の活用 31 1.18

都道府県へ依頼 178 6.80

医学雑誌求人広告 56 2.14

大学（医局等）へ依頼 778 29.71

インターネットへ掲載 548 20.92

個人的に依頼

民間業者へ依頼

医師会の医師バンク等へ登録

412 15.73

休棟・休床している病棟・病床の再開 56 2.08

計 2,697 100.00

395 15.08

221 8.44

近々医師の退職が予定されているため 109 4.04

休診中の診療科の再開 85 3.15

現員医師の負担軽減（日直・宿直が多い） 564 20.91

退職医師の補充 445 16.50

救急医療への対応

外部機関からの派遣等から自己確保へ

非常勤医師により滞りなく業務が進められているが正規雇用が望ましいと考えるため

430 15.94

198 7.34

128 4.75

　　求人理由として多かったのは、「現員医師の負担軽減（入院又は外来患者数が多い）、６８２件」、「現員医師の負担軽減（日直・宿直が多い）、
５６４件」、「退職医師の補充、４４５件」であった。

求人理由 件数 全件数に占める割合

現員医師の負担軽減（入院又は外来患者数が多い） 682 25.29

計 2,619 100.00
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（２）求人していない理由（複数回答あり）

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

５　医療機関の医師確保対策について（複数回答あり）

（１）現在、医療機関で行っている医師確保対策の取り組みについて

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

（２）現時点では行っていないが、行えば効果が高いと考えられる取り組みについて

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

件 ％

看護師等との業務分担見直しによる業務負担軽減 97 19.21

勤務手当（手術手当、分娩手当など労働基準法以外の手当）等の処遇改善 65 12.87

医師事務補助者の配置 141 27.92

短時間正規雇用等弾力的な勤務形態の導入 102 20.20

計 505 100.00

交替制勤務の実態 61 12.08

院内保育所の設置 39 7.72

　　現時点では行っていないが、行えば効果が高いと考えられる取り組みとして多かったのは、「医師事務補助者の配置１４１件」、「短時間正規
雇用等弾力的な勤務形態の導入１０２件」、「看護師等との業務分担見直しによる業務負担軽減９７件」であった。

効果が高いと考えられる取り組み 件数 全件数に占める割合

交替制勤務の実態 74 10.85

計 682 100.00

看護師等との業務分担見直しによる業務負担軽減 99 14.52

医師事務補助者の配置 106 15.54

短時間正規雇用等弾力的な勤務形態の導入 105 15.40

勤務手当（手術手当、分娩手当など労働基準法以外の手当）等の処遇改善 195 28.59

　　現在、医療機関で行っている医師確保対策の取り組みとして多かったのは、「勤務手当（手術手当、分娩手当などの労働基準法以
外の手当）等の処遇改善１９５件」、「医師事務補助者の配置１０６件」、「短時間正規雇用等弾力的な勤務形態の導入１０５件」であっ
た。

院内保育所の設置 103 15.10

現在、医療機関で行っている取り組み 件数 全件数に占める割合

計 324 100.00

経営的理由 48 14.81

具体的な求人計画は今後検討 154 47.53

求人しても確保が見込めない 122 37.65

求人していない理由 件数 全件数に占める割合
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